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福祉文教委員会会議録 

 

令和６年８月６日（火） 

（開 会）  １０：００ 

（閉 会）  １７：０６ 

【 案 件 】 

１．図書館について 

２．虐待の予防事業について 

【 報告事項 】 

１．飯塚市立病院小児科の休日・夜間診療の受付時間変更及び臨時休診について 

 （健幸保健課） 

２．飯塚市文化施設活用検討委員会からの答申について （文化課） 

３．財政見通しについて （財政課） 

                                           

○委員長 

 ただいまから福祉文教委員会を開会いたします。 

「図書館について」を議題といたします。先日の委員会で資料要求のありました資料及び本

日の提出資料について執行部の説明を求めます。 

○生涯学習課長 

 前回、４月１８日開催の本委員会において追加要求のありました資料につきまして、資料

１及び２として提出しましたので、当該資料について補足説明させていただきます。 

それでは、資料１をお願いいたします。令和５年度 第２回子ども図書館整備等検討委員会

会議録でございます。学識経験者としての保育専門家や図書館ボランティア、現役の保育園施

設長、自治会関係者のほか、庁内からも子育て・保育・教育担当部署から合計で１０名の委員

を選出、子ども図書館整備の方向性、蔵書内容や必要な設備・機器、読書環境やレイアウト全

般等について、活発な意見交換や提案をいただいたところです。 

 今回の会議における審議内容としましては、設計図を確認いただいた上で、館内レイアウト

やスタッフの配置場所、書架の種類や配置、さらには常設展示ブースの活用方法や学習室・学

習スペースの確保状況等に係るご意見・ご要望に対して説明を行うとともに、今後、開催予定

のワークショップにおいて意見聴取を行うことや検討事項として協議していくこととしたもの

でございます。 

 次に、資料２をお願いいたします。子ども図書館整備等検討委員会や庁内関係部署との打合

せにおいて、本委員会で出されました意見・要望等に関して協議した状況について、その内容

を要約した資料でございます。出されました意見・要望等に対する所管課としての考えのほか、

施設の運用方法や今後の事業方針等に関する継続協議のあり方について記載しておりますので、

その内容についてはご確認をお願いいたします。 

続きまして、今回は、「嘉飯圏域定住自立圏連携事業」及び「イイヅカコミュニティセン

ター大規模改修事業」について、提出いたしました資料に基づき、説明させていただきます。 

それではまず、「嘉飯圏域定住自立圏連携事業について」、資料１ページをお願いいたしま

す。定住自立圏構想の概要を記載した資料となります。定住自立圏構想とは、都市圏への人口

流出を防ぎ、地方圏への人の流れを創出するために国が推進している施策であり、人口５万人

程度以上の要件を満たす中心市である飯塚市が近隣の市町村である嘉麻市及び桂川町と協定を

結び、定住に必要な生活機能を圏域で確保するために役割分担し、連携することで圏域全体を

活性化させることをめざすものです。 

平成３０年３月２６日に飯塚市と嘉麻市、桂川町が１対１で締結した定住自立圏形成協定の
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内容を踏まえ、圏域として目指すべき将来像とその実現に向けた具体的取組を示すことを目的

として、平成３０年８月に「嘉飯圏域定住自立圏共生ビジョン」が、また、この共生ビジョン

の計画期間が令和４年度までとなっていることから、令和５年３月に「第２次嘉飯圏域定住自

立圏共生ビジョン」が策定されたものでございます。 

次に、２ページをお願いいたします。定住自立圏共生ビジョンの目指す圏域の将来像の実現

に向けて、具体的に取り組む２１の連携事業の概要を一覧表にまとめたものとなっております。

その中の一つとして、図書館の相互利用について、具体的取組を実施するものでございます。 

次に、３ページをお願いいたします。図書館の相互利用について、その事業概要及びイメー

ジ図となっております。従来、図書館資料等の貸出しについては、市町在住者及び勤務者等に

限定しておりましたが、圏域住民の図書館利用を促進するため、圏域住民が自由に利用できる

図書館となるよう環境整備を実施したものでございます。これにより、圏域住民の図書館利用

に関する利便性の向上とともに、図書館の情報発信機能や生涯学習支援機能を有効活用して、

地域の活性化を図る取組となっております。 

次に、４ページをお願いいたします。図書館相互利用に係る域外利用者等に係る統計資料と

なっております。 

（１）登録者数につきまして、過去３か年における各市町別、年度別の新規登録者数を記し

た表でございます。ここ３か年は各市町ともに、大きな増減はなく推移しております。 

（２）利用者数につきまして、過去３か年における各市町別の実績ですが、図書館の相互利

用に係る周知・啓発が進み、前年比で１０パーセント以上の高い伸びとなっております。 

（３）貸出資料数につきましても、利用者数の増加と連動して、ほぼ同様の傾向となってお

ります。 

最後に、５ページをお願いいたします。その他、住民の圏域内図書館利用促進につながるよ

うな連携事業の取組として、図書館ボランティア交流会及びボランティアスキルアップ講座を

飯塚市・嘉麻市・桂川町合同で開催したほか、図書館広域利用を促進するための広域チラシの

更新を実施したものでございます。 

 続きまして、「イイヅカコミュニティセンター大規模改修事業について」、１枚物の資料を

お願いいたします。平成８年建築の当該施設の老朽化に伴い、今後の施設の維持管理及び快

適・安全な環境確保のために大規模改修を実施するものでございます。 

改修場所や施設概要、工事内容につきましては資料記載のとおりでございますが、今年度下

半期より、順次、工事発注を行い、施工準備に取りかかる予定にしております。 

なお、施行準備に時間を要するものもあることから、実際の工事期間としては、来年度の令

和７年５月頃から令和８年１月末までの予定となっております。 

また、工事施工に伴う施設の休館期間としては、工事完了後の開館準備期間を考慮しまして、

令和７年５月頃から、中央公民館及び男女共同参画推進センター「サンクス」については令和

８年２月頃まで、飯塚図書館については令和８年３月頃までを予定として、今後、市報やホー

ムページ、館内掲示等により、周知を図ってまいります。 

 以上、簡単ではございますが、「嘉飯圏域定住自立圏連携事業」及び「イイヅカコミュニテ

ィセンター大規模改修事業」について、提出資料の補足説明を終わらせていただきます。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、ただいまの説明に対する質疑を含め、全般についての質疑を許し

ます。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 日本共産党の川上直喜です。今日、所管事務調査に当たり、武井市長、藤江副市長、久世副

市長が出席されております。今朝の朝日新聞によれば、「副市長 職員勤務中パチンコ 飯塚

市民が目撃 一度は辞意」という報道があっております。執行部のほうから、当然に一言あっ
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てしかるべきだと思うわけです。市民も傍聴されていると思いますので、見解を求めます。 

○久世副市長 

 市議会の皆様方には、私ごとで大変ご迷惑をおかけしております。大変申し訳ありません。 

 新聞報道に載っていることは事実でございまして、私が市役所の開庁中に、５時前ぐらいで

すか、パチンコに行ったというのは事実でございます。これにつきましては、先ほど私のほう

から正副議長への報告及び経過説明及び謝罪を入れさせていただきました。 

この後の対応につきましては現在検討いたしておりますので、また、私のほうから説明責任

等を果たしていきたいと考えております。大変申し訳ありませんでした。 

○川上委員 

 前回、私は飯塚市立図書館がＴＲＣに５年にわたって指定管理者として役割を果たしてもら

っていることに着目し、図書館法第１４条及び図書館条例施行規則第３４条につき、本市の運

営について、整合性の取れていないところがあるのではないかという質問をしたんですね。 

実は、ＴＲＣは丸善ＣＨＩホールディングスとの関係、さらに大日本印刷、凸版と並んで、

我が国において相当大きい影響を持っている会社です。その系列にあるのが、このＴＲＣであ

り、谷一文子社長は、関連会社において、おおよそ２５０万株のところ、３０万株を持ってお

るようなポジションにある方なんですね。全国３千を超える図書館の中で５８３館、ちょっと

不正確ですので、おおよそと申し上げますけれども、そういったところをこのＴＲＣは受けて

いるわけですね。こうして眺めていくと、特定の大手企業の事業者が、社会的貢献というのも

あろうかと思うけど、利潤追求のためにね、株式会社ですから、相当なことを考えてやってい

ると。 

谷一文子さんの発言などを見ておりますと、図書館という所はたくさんの利用者が来るので、

図書館で本を販売できるといいなと、サービスの向上にもなるし、事業者としても非常に有利

だというような発言をしたところもあるわけですね。 

こうした中にあって、我々の図書館運営に当たっては、厳密に図書館法に基づいて、公的な

役割を果たさなければ、憲法が定める表現の自由、出版の自由、国民の知る権利に重大な影響

を及ぼすことにもなりかねない。そういう局面に今あるのではないかと思うわけです。 

 それで、４月１８日の当委員会においては、生涯学習課長がつじつまの合わない現実がある

ということを認めて、見直しをさせていただきたいと述べました。また、桑原教育長は、指定

管理者の館長が運営協議会の中で質疑に対し答弁をするという、何の立場もないのにやってい

ることも認められて、この辺りをきちんと整理して、もう一度協議会のほうの構成等も考えて

いきたいという答弁がありました。この課長及び教育長の答弁に基づいて、４か月がたとうと

しているんだけども、どういったことをしたのか、どういう考え方を持っておるのか、考え方

としたことと両方を回答してもらいたいと、答弁してもらいたいと思います。 

○生涯学習課長 

 さきの委員会のほうでご指摘いただきましたとおり、図書館運営協議会、特に私どもが今

ホームページ上で公開しております会議録上におきまして、図書館流通センターの職員が事務

局の一員として名を連ねておったところでございます。確かにご指摘のありましたとおり、Ｔ

ＲＣ、指定管理者であります図書館流通センターの職員につきましては、事務局ではなく、あ

くまでも事務局は私ども生涯学習課の職員が事務局でございますので、教育委員会が庶務を持

つということになっておりますので、事務局として一切合財の流れを進行しているところでご

ざいます。その辺は改めまして、過去においては深く考えないで、その辺を明記していたとこ

ろもございましたので、そこは誤りとして、本当に申し訳なかったと思っております。 

それを是正するために、実際に、今年度も含めまして、図書館運営協議会に図書館流通セン

ターの指定管理者が参加をしないというわけではございませんけれども、あくまでも事務局と

してではなく、今、図書館運営を任せしておる指定管理者としての立場で、その運営のほうに
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は携わっていただきたいと思っておりますし、もちろん委員でもございませんし、事務局でも

ございません。その立場を明確にした上で、今後、もちろん今までありました会議録も含めま

して、そういったところに、立場をはっきりと分けたところで対応してまいりたいと思います

し、こういった法の趣旨に違反するような流れにならないように、今後とも是正してまいりた

いと考えております。 

○川上委員 

 教育長のほうから答弁はないですか。 

○桑原教育長 

 今、生涯学習課長が申し上げましたとおり、この構成、事務局職員であったりとか出席の委

員であったりとかいうところに名前を連ねているというところは、非常に整合性が取れていな

いところでございますので、そこは訂正して、修正してやっていきたいというふうに考えてお

ります。 

○川上委員 

 この図書館運営協議会は館長の諮問機関なんでしょうか。 

○生涯学習課長 

 質問委員のおっしゃるとおりでございます。 

○川上委員 

 諮問した側の者が諮問機関の事務局の一員という位置づけになっていて、先ほど課長は名を

連ねているという表現をされましたけれども、前回、教育長が答弁したように、委員の質問に

対して積極的に回答しているわけですね。諮問した者が姿を変えて、立場を変えて事務局の一

員となり、そして委員の質問に答えていくと。この構図についてどういうふうに考えたかを聞

かせてください。 

○生涯学習課長 

 質問委員がおっしゃいますように、図書館長はあくまでも諮問する立場でございまして、こ

の運営協議会が開かれているところでございます。ただ、図書館運営協議会のこの事務に従事

することを、私どもが指定管理者を募集するに当たりましては、先ほどもご説明しましたとお

り、その業務として図書館流通センターの指定管理者にお願いしているところもございます。 

それで、先ほどから申し上げておりますとおり、それが事務局の一員としての、あくまでそ

の立場であるかのように発言し、そのことが運営協議会の流れに大きく影響するのは確かに誤

った取扱いだったかなというふうには考えておりますけれども、そういった実際に指定管理者

として図書館を運営する立場でございますので、いかんせん図書管理運営協議会につきまして

は委員の皆様からいろいろなご意見をいただく、要望もございます。そういうときにありまし

て、実際に運営をする側として話をする。諮問したことに対してではないかもしれませんけど

も、運営側として、実際に運営する中で思うところもあるかと思いますけれども、その辺の取

扱いにつきましても、実際に、ＴＲＣ、図書館流通センターがこの運営協議会に従事すること

自体は、先ほど申し上げましたとおり、私どもも指定管理者にお願いしているところでござい

ますので、それが正しいやり方かどうかは、また今後ちょっと協議・検討が必要かもしれませ

んけども、現状では、私どもは、運営する立場として、指定管理者として、図書館流通セン

ターの職員として、館長に限らず、この運営協議会でいろいろな外部の委員様のご意見・ご要

望に応えるためには必要な方たちではないかと考えておりますので、その取扱いをどうするか、

改めて、もう一度、検討が必要かと思っていますので、そこは協議、また、検討させていただ

ければというふうに考えております。 

○川上委員 

 ４月１８日から４か月たとうとしているわけですよ。今日、今の答弁は、これから検討する

という答弁なんですか。 
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○生涯学習課長 

 もちろんこれからというわけではございません。さきの委員会でご指摘いただいた上で、最

初にありました事務局として名を連ねておりましたところが一番問題であったかと思いますの

で、その辺は当然、改善させていただきたいと思いますし、今後、今年度以降、そういう取扱

いにならないようにはしていこうと考えたところでございます。ただ、図書館流通センターの

職員が運営協議会に従事しないとなりますと、その内容につきまして、図書館全般の運営につ

きまして、私どもも事務局ではございますけれども、細かい内容について、どうしても運営側

ではないと分からない場面も出てまいりますものですから、そういった立場として、どういっ

た立場になるかはまだ固まっておりませんけれども、あくまでも指定管理者ではございますけ

ども、事務局職員ではなく指定管理者として、もしくは参考人という言い方がいいかどうか分

かりませんけども、そういった立場をもって運営協議会のほうには携わっていただきたいとい

うふうには考えておりますが、申し訳ありません、そこまでの細かい結論を見いだしていない

ところでございますので、引き続き、協議・検討させていただければというふうに考えている

ところでございます。 

○川上委員 

 ４月１８日以降、この件について、どういう場面で議論してきたか、聞かせてもらえますか。 

○生涯学習課長 

 当然、この運営協議会、今、外部委員様がおりまして、私ども事務局と図書館流通センター、

指定管理者である図書館流通センターで成り立っているわけでございますけども、図書館流通

センターにつきましては、指定管理者でありまして、毎月、定例会で調整会議を行っていると

ころでございます。そういったところを通じまして、今後の運営協議会の在り方とかは、４月

以降、毎月行っておりますので、そういった場で指定管理者側とも協議をさせていただいたと

ころでございます。 

○川上委員 

 答弁を聞いていても、いつ、どこで、何が、どういう議論をされたのか、全然分からない。 

それで、仕方がないので一問一答で聞いていきますけど、４月１８日、私が所管事務調査で

指摘をし、課長が答弁しました。教育長も答弁しました。このことについては、協議会の会長

にはいつ伝えましたか。 

○生涯学習課長 

 運営協議会に、もちろん会長がいらっしゃいますので、今年度も先月、運営協議会を開いた

ところでございますけれども、実際に事前の協議は行っておりませんけれども、会長と話した

のは当日にそういった事情があるというのはお話をしたところでございまして、前もってお話

をしたわけではございません。７月２５日に運営協議会を開催したところでございますので、

その中で細かい結論に至ったわけではありませんけれども、お話をしたところではございます。 

○川上委員 

 ４月か、７月２５日か、確認してください。 

○生涯学習課長 

 運営協議会が開かれましたのは７月２５日でございます。 

○川上委員 

 ということは、３か月たっていたわけですね。福祉文教委員会で指摘した事項、自ら課長と

して答弁し、教育長として答弁したことについて、３か月間放置したということを、今、答え

ていることになりますけど、そういうことですね。 

○生涯学習課長 

 実際に、この問題につきまして、事務的な要素が多いというところも私どもは認識をしてお

りましたものですから、内部、私どもと図書館流通センター側での話を前面に進めたところで
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ございまして、確かに質問委員言われますように、運営協議会の会長には非常に遅くなってお

話をしたところでございます。それは大変申し訳なく思っております。 

○川上委員 

 教育長は理解されていないね、この問題の重大さが。３か月間、課長は何もやらなかったと。

教育長はどういうことをしたんですか、７月２５日までの間。教育長はどういう指示を出した

り、状況把握をしたのか、お尋ねします。 

○桑原教育長 

 ご指摘を受けて、このような参加の仕方、指定管理者のほうが入るのはおかしいんじゃない

かということで、確かにそれはそう感じたので、事務局であったりとか、出席委員の中に名前

を連ねるのはおかしい、ここは改正していかないといけないという話は、考えていきましょう

ということで指示はしました。 

ただ、どのような形で参加するかということを考えていかないといけないですねという話を

したんですが、その後、今お話があったように７月２５日ということで、非常に遅くなったと

いうことで、申し訳なく思っております。 

○川上委員 

 教育長は前回の所管事務の後、指示をしたとおっしゃいましたね。それはいつですか。 

○桑原教育長 

 この委員会が終わった後でございます。後に事務局のほうと集まってその話をしました。 

○川上委員 

 ４月１８日委員会の直後に、事務局ということは生涯学習課のメンバーと会って是正を指示

したということなんですね。 

○桑原教育長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 そうすると、課長は直後に教育長の指示を受けているのに、３か月間、仕事をしていないと

言っているわけでしょう。どういうことですか、これは。途中で点検したんですか。 

○桑原教育長 

 課長のほうが仕事をしていないというふうには考えておりません。私のほうが指示をして、

このような参加の仕方はおかしい、出席の仕方はおかしい。先ほど課長が答弁しましたように、

事務的な作業が多いので、どうしてもご意見とかをいただかないといけないときがある。全く

意見を聞かないというわけにもいかないのでということも話がありましたので、その辺りは、

参加の仕方については、今後、検討していかないといけないですねという話をしました。 

ただ、その後にいついつまでにこれをしてくれということで、私のほうは具体的な指示まで

はしておりませんでしたので、その辺りは申し訳ないというふうに思っています。 

○川上委員 

 中堀館長には、４月１８日の私の指摘と、皆さんの答弁の内容については、いつ伝わりまし

たか。 

○生涯学習課長 

 すみません、具体的な日にちまでは今記憶していないところでございますけども、４月

１８日に委員会がございまして、その後、４月にも連絡調整会議を行っておりますし、その前

にも、当然、毎日のように顔を合わせておりますので、正確な会議ではございませんけれども、

そういった委員会においてお話があったという事実は、委員会が終わった後にあまり間を空け

ずに話した記憶があります。 

○川上委員 

 それはどういうかシーンというか、形で伝えたんですか。廊下の立ち話とかよくあるんです
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よね。指定管理者のメンバーであり、館長に対して物を言ったのか、事務局に対して言ったの

か、どういう場面で言ったんですか。ちゃんとしたところで話をきちんとしたんですか。 

○生涯学習課長 

 申し訳ございません。私が直接、もちろん図書館の事務室もすぐ隣にございますので、中堀

館長に、直接、私がそういった委員会でのご指摘の内容とかそういうのを事務室のほうにお伺

いして、お話をしたところでございます。 

○川上委員 

 指定管理期間は５年間でしょう。このＴＲＣには幾ら指定管理のお金を払うんですか。 

○生涯学習課長 

 すみません、５年間の予算は、今、手元にすぐにございませんけれども、今年度の指定管理

料でいいますと、予算的には１億２２００万円ほどだったと記憶しております。 

○川上委員 

 いや５年間で。 

○生涯学習課長 

 申し訳ございません。正確な数字は今把握できておりませんけれども、５年間になりますと

約６億円になるかと思います。 

○川上委員 

 そのほかに、この館長、あるいは指定管理者の意見を聞いて図書館予算を組み、建て替えに

当たっても意見を聞いて反映することになるでしょう。それから、今のところ３５００万円ぐ

らいの図書の新規購入をＴＲＣないし丸善の資料から大体選んでいるわけですね。大本は大日

本出版、なんですよね。 

そういうところとの関係のことを指摘もしているのに、あくまでもこの館長は運営協議会に

出席させるということで話をされていますけど、この是正ができない抵抗感というか、なぜ

４か月もたって、あやふやな状態で、「今後、検討する」とかいう答弁が出て来るか分からな

い。なぜこういう答弁が今頃になって、４か月もたとうとしているのに。今日の所管事務調査

は４月の段階からもう分かっているんですよ、７月末から８月頭にこの所管事務調査があると

いうのは。私がまた質問するというのは分かっているじゃないですか。この抵抗感、なぜ、き

ちんと法の趣旨に基づいた是正ができないのか、物すごく心配ですよね。 

ＴＲＣのほうから、この図書館運営協議会には館長が諮問するんだけど、その館長はうちが

取りましたと。しかし、諮問を受けて審査してもらう諮問機関のほうにも、ＴＲＣが入らない

と困ると、ぜひ参加させてくれと。あなた方が、「参加してくれ」ではなくて、向こうが、

「参加させてくれ」と言っているわけではないんですか。 

○生涯学習課長 

 図書館長の参加につきましては、私どもが事務局でございますので、運営協議会の外部委員

の皆様のほうから積極的に参加させてくださいとかいう話が出ているわけではございません。 

○川上委員 

 教育長、質問に答えてください。市の側が出てくださいということもあるかもしれないけど

も、ＴＲＣの側が、館長は取りましたと、それで諮問しましたと、諮問機関の審査があります

と。事務局にも諮問した人間を配置してもらって、そこで質問に対しても答弁させるようにさ

せてくださいということを、指定管理者が言っているわけではないのかと聞いているわけです

よ。あるいは中堀館長が。 

○生涯学習課長 

 申し訳ございません。勘違いしておりました。 

運営協議会のほうにＴＲＣ側が、図書館流通センター側が参加したいと積極的に申して参加

しているとか、そういうわけではございませんで、私ども事務局として、現状としては、今ま
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でもちろん参加もいただいておるところでございますので、引き続き参加いただくべきではな

いかなというふうに考えたところでございますので、あくまで指定管理者側が積極的に出させ

てくださいと言っているわけではございません。失礼いたしました。 

○川上委員 

 ちょっとまた戻るけど、引き続き参加してもらいたいと考えたと言われましたね。それはい

つ考えたんですか。 

４月１８日の私の指摘、あなた方の答弁の後、是正を図ると、つじつまが合わないと、課長

は、つじつまが合わないと言い、教育長は見直しと言い、教育長は指示もしたんでしょう、見

直せと。でも、課長の今の答弁は、引き続き参加してもらうという決意をしているわけですね。

それはいつ決意したんですか。 

○生涯学習課長 

 申し訳ありません。ちょっと言葉が足りていなかったかもしれませんけれども、引き続きと

申しますか、私どもが特に４月の委員会でも考えておりましたのが、ＴＲＣが会議録上ではご

ざいますけれども、事務局の職員として、ＴＲＣ、図書館流通センターが入ってしまっており

ましたので、これは明らかに間違いであると思いましたので改善してまいりたいと考えたとこ

ろでございますけれども、どういう立場かどうかはまだ決めてきっておりませんが、運営協議

会において、指定管理者のＴＲＣが参加いただくことは、いろいろな運営側の立場として、外

部委員の皆様からの意見・要望等に応える際には必要ではないかなというところで、私は考え

たところでございましたので、事務局としての立場は改善しなくてはいけないと思ったところ

でございますけども、どういう形で、事務局ではなくて、どういう形で図書館流通センターの

職員、館長ほかに参加いただく、ここかなというところで考えたところでございますし、それ

が本当に必要かどうかは、また改めて協議をしなくてはいけないとは考えてはおりますが、そ

こがまだ、申し訳ありません、結論を出しきっていないところでございます。 

○川上委員 

 今までのやりとりの中で、飯塚市が指定管理者、ＴＲＣの立場で館長になった人物を、特別

扱いしているということが浮き彫りになったと思います。法にもない、それから施行規則にも

ないのに、それから条例にもないのに、この人物を会議に参加させたくてたまらないと。その

ために何か方策はないかということを今考えておりますというのが、見直しの視点になってい

ますよね。つまり、ＴＲＣの館長を法や条例を超えて特別な枠組みでそこにおらせる。そして、

積極的な発言を引き続きさせていこうとしている。そういうことでしょう。特別扱いをしよう

としていると、法や条例を超えて。そういうことになりませんかね。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

 休憩 １０：４１ 

 再開 １０：４９ 

 委員会を再開いたします。 

○生涯学習課長 

 申し訳ございません。先ほどから質問委員の言われております、館長の図書館運営協議会で

の立ち位置、参加の是非についてでございますけれども、確かに質問委員が言われますように、

法の趣旨では、館長はあくまでも諮問する立場でございますので、それに答える立場というの

は明らかに反しているというか、おかしい状況になっておりますので、今後、運営協議会を開

く際には、館長の出席については、参加を見直しまして、意見とか申し上げる立場にはないよ

うに、ほかの職員については、また今後検討していきたいと思っておりますけども、館長につ

きましては参加をしないところで見直しをしたいというふうに考えております。 

○川上委員 
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 そうすると、館長が出席しようと思えば、傍聴者としての出席以外にはあり得ないというこ

とになりますか。 

○生涯学習課長 

 実際の意見等を申し上げる立場でないとなりますと、もちろん傍聴としての参加はできると

思いますが、それ以外の立場があるのかどうか、申し訳ありません、まだ検証しておりません

ので、今の現状で思いつくところでは傍聴しかないのかなというふうには、私は考えておりま

す。 

○川上委員 

 どうしても何かルールをつくって、館長を出席させたいというような答弁に聞こえますよね。 

それで、この指定管理者を館長とする。その館長を運営協議会の事務局員の一員という位置

づけにしてしまって、積極的な役割を果たさせると。そうなってくると、この事業者に図書館

運営協議会が支配されている、コントロールされているということになるのではないかと心配

するわけです。しかも、それを教育委員会が歓迎している。今、謝っているということであれ

ば、過去に遡って誤りがあったということになるわけだけど、それについても習慣の力という

か、マンネリの力というか、それが今なお働いているんだろうと思うんですね。 

それで、４月１８日に、つじつまが合わないので見直します、改善しますという課長と教育

長の答弁を私も信頼しておったんだけど、そういうわけにいかないということは、その後の実

態、それからＴＲＣ、丸善ＣＨＩホールディングス、大日本出版との関係などを考慮すると、

委員会で答弁したことがそのままの重みをもって実行されるというふうに思われないので、私

は次に４点、発言しようと思うんだけど、この点につき、点検する必要あるんじゃないかと、

皆さんが。 

１つは、このシステムが、いつから始まったのか、どのように運用されたかについて、遡っ

て事実を明らかにする必要があるんじゃないかと。皆さんは先ほどから聞いていても、これを

しないよね。 

それから２つ目は、指定管理者が変わっても継続、ＴＲＣ以外のときからなのか、ＴＲＣに

なってからそうなのかというのもチェックする必要がある。 

それから３つ目は、それによって図書館行政がゆがめられていないかと。図書の選定や予算

の執行に当たり、また、教育委員会の側と指定管理者の側の関係が適正だったかどうか、人的

にも。 

そして、その上で４点目として、委員会の場に、どうしてこういうような状況が長年続いて

きたのか、その要因について明らかにする必要があるんではないかと。法があり、規則があり、

条例がある下で、それを無視して続けてきているわけですから、理由がありますよね。そうい

う法律があったんですか、規則だったんですか、条例があったんですか、びっくりしたという

ことではないでしょう。なぜ、そういうものを犯してまでこういうことをやり続けたのか、原

因を究明する必要があると思う。でなければ、ここで幾ら是正しますと言っても、４か月後、

どうかして出席させたいと思いますとか、指定管理者の責任者を館長にすると、指定管理者が

選んだ者を館長にするという規則そのものがどうかということもあるじゃないですか。 

今、４点申し上げましたけど、これについてきちんと普通に総括して、打開の方向を出して

いこうというふうになりませんか、教育長。 

○教育部長 

 今、川上委員さんのほうからご指摘、また、ご要望がございました。 

まず１点目が、このシステムはいつから、いわゆるこのシステムというのは、具体的に言う

と、図書館長が諮問をし、そして図書館長が事務局のほうに入っているという、このシステム

ということで理解してよろしいですよね。ということで理解しておりますので、このシステム

はいつからか。 
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そして２点目が、指定管理者が代わってもこういったシステムは継続していくのか。また、

ＴＲＣになってからこういうシステムになったのか。 

３点目としましては、そういったことで図書行政がゆがめられていないか。また、教育委員

会との関係は適正であったか。 

そして４点目が、どうしてこういう状況が続いていたのか。その理由、その要因。 

この４点につきましては、今言うそのシステムというのはいつからかと、いつから図書館長

のほうがなっているのかということについては―――。失礼しました。図書館長が諮問する、

そして図書館長が答えると。また協議会の中に入って来るというシステム、こういった今もろ

もろの部分について、今すぐお答えすることはできませんので、調査・確認の上、次回、答弁

のほうをさせていただければということで考えております。 

○川上委員 

 先ほど、川上委員さんのほうから要望がありましたというふうに言われましたね。私が今言

っていることは要望ですか。 

○教育部長 

 失礼いたしました。要望ではございません。発言のありました内容につきましてはというこ

とで言い換えます。 

○川上委員 

 厳しい指摘というふうに受け止めてもらわないと、もう少し続けないといけなくなる感じだ

けど、これは要望ですか。 

○教育部長 

 再度、発言の訂正を行わせていただきます。要望ではございません。先ほど、川上委員さん

のほうから発言がございました内容でございます。 

○川上委員 

 教育長、４月１８日にかなり指摘したつもりなんですよ。それで今日も、もう１時間ぐらい

時間かけて、これは丁寧に見て、終局において４点挙げて、厳しく指摘したつもりなんですよ。

議員が皆さんに要望しますか、こういう問題について。そして、次回に答弁しますと言うわけ

ですよね。そういう問題ですか、これは。次回とは１０月、１１月でしょう。その間には、ま

た月例だから運営協議会もあるわけでしょう。４月１８日から法令に基づかないと分かってい

て、そして、毎月毎月、是正を図らずに事務局の一員として出席させてきたわけでしょう。い

つ、どんな答弁をするか分かりませんけど、その間、まだずっと出席させてくれということに

なるわけでしょう。その間は、あなた方との微妙な特別扱いが、あなた方のＴＲＣの館長に対

する独特の特別扱いが続くことになるじゃないですか。これは図書館行政をゆがめていること

は明らかでしょう、それ自身が。こんなことを何度も言わないといけないのかなと思うわけで

すよ。表現の自由とか、出版の自由とか、思想・信条の自由とかにも関わっていきかねないこ

となんですよね。 

これは何か月もかからないと、議会で答弁することと是正を図るということはどういう関係

かよく分かりませんけど、いつまでに是正をしようと思うんですか。そこを聞かせてください。 

○生涯学習課長 

 図書館運営協議会につきましては、定例で年３回ほど開催させていただいております。１回

目が先ほど申しましたとおり７月２５日でございました。次回の詳しい日程は決まっておりま

せんけれども、例年でいいますと１１月下旬、それぐらいかというふうには考えております。

ですから、当然、２回目の運営協議会におきましては、今ご指摘いただきました点につきまし

ては見直した状態で会を開催できるようにしたいと思っておりますので、そこで今ある問題が

長い間続かないように是正してまいりたいと考えております。 

○川上委員 
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 私の発言の中で、月例と言ったのは調整会議のことだったので、それは私のほうで訂正しま

すけど、１１月下旬の見通しだと言うんだけど、そのときは見直した状態でやりますと言うで

しょう。なんですか、その見直した状態というのは。なぜ、そこで曖昧さを残すのか。あなた

の言う見直した状態を、教育長、明確に答弁してくれませんか。１１月下旬の次の運営協議会

はどういう状態でやろうとするのか、答弁してください。 

○教育部長 

 今、課長のほうが申しましたのは、先ほど来、課長のほうが言っておりますように、館長の

出席について見直すと。現在、ＴＲＣ館長のほうが出席しているという理由というのが、図書

館運営協議会の委員さんのほうから、図書館の運営についての実態の部分で、どうしても指定

管理先のほうでなくては分からないような運営上の実務的なところを問われたときのために出

席しているということで聞いております。ですので、そういった部分については、何も館長が

出席する必要はないんじゃないかというのは、先ほど来から課長のほうとも話しているところ

でございます。ですから今、次回から見直すというのは、具体的に言うと、館長の出席につい

ては取りやめて、今申しましたような内容について、図書館運営協議会委員さんのほうから質

問があったときに答えられる方を今の指定管理の中から選出していただきたいというふうに考

えているところです。 

○川上委員 

 もともと教育に関して公正・中立が求められ、議会を含めて、それは尊重しないといけない。

それで、特定の人物を排除せよだとか、特定の者を入れろということは正しくない。 

私が今要求していることは、法のとおりにすべきではないかと。法のとおりにしていないの

には、特別扱いしているのには、特別な関係が既に生じておるのではないかという指摘の仕方

をしています。 

ですから、法と条例の、あるいは規則のルールどおりに諮問した者を、規則やルールがない

のに事務局に位置づけて、そこで答弁させるとか、説明させるとか、事務局の資格でというの

は異常だということを言っているわけです。ですから、これは直ちに克服する、是正するべき

だということを言っているわけですよね。 

教育部長の答弁は、意味がよく分かりませんけど。 

○教育部長 

 おっしゃられるとおり、法に基づいた形で次回の図書館運営協議会については開催を行いま

すという内容でございます。 

○川上委員 

 続けて、子ども図書館の検討委員会について、前回、お尋ねしておりました。１０人の検討

委員会のメンバーの中に、館長を市が指名する者として配置していますよね。それによって市

民公募枠が一つ減るわけですよ。このことについて、先ほどからの問題意識でいえば、ＴＲＣ

と館長の特別扱いということではないかと思うわけです。 

子ども図書館の検討委員会で指定管理者がどういう役割を現在果たしておるのか、お尋ねし

ます。 

○生涯学習課長 

 子ども図書館整備等検討委員会につきましては、現在の指定管理者、図書館流通センターが

図書館の現在の運営全般を担っていただいておりますので、その実際の経験を今度の子ども図

書館のほうにいろいろな意味で経験を生かしていただきたいと、そういったところから専門的

な意見をいただきたいという意味合いの下に整備等検討委員会のほうには委員として参加いた

だいたところでございます。 

実際に、私どももその前提といたしまして、指定管理者としての採用に当たって、指定管理

者の仕様書の中にも子ども図書館整備に関する企画運営の助言等支援に関することを求めてい
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たというところもございますものですから、実際に図書館を運営する立場としてご意見をいた

だきたいという意味で入れたものでございます。 

実際に、この子ども図書館整備等検討委員会は、もう今年度は予定はございませんけれども、

過去、令和４年度、５年度に開催した中では、そういった意味合いの下に委員として参加いた

だいたところでございます。 

○川上委員 

 指定管理者に依頼する業務の中に子ども図書館の問題があるということと、館長を指名する

ということは必ずしもイコールではないということは言っておきたいと思うんだけど。 

その上で、私が先ほど聞いたのは、実際に、この館長の中堀さんが検討委員会の中でどうい

う役割を果たしたかを聞いているわけです。市長じきじきに任命したわけでしょう。この方が

どういう役割を果たしたんだろうかということをお尋ねしたんです。 

○生涯学習課長 

 委員としての立場、役割でございますけれども、先ほどの答弁と重複するかもしれませんけ

れども、実際に言われますように館長として、市立図書館５館の運営のトップとして担ってい

ただいているところでございます。その中で、運営全般、いろいろな図書館の諸事情とか全て

を分かった上で重責を担っているところございますので、今度、子ども図書館は新しい施設に

はなりますけれども、その子ども図書館を運営するに当たって、今まで運営してきた中で、見

識として持たれた専門的知識とか、そういったものをこの子ども図書館のほうに役立てていた

だける、そういった専門的立場としてご意見をいただきたいという、そういった役割、立場の

下に、この委員として参加いただいたところでございます。 

○川上委員 

 指定管理者にこの仕事をしてもらいたいという仕様書がありますよね。子ども図書館の問題

もある。しかし、その中に検討委員会に入ってくださいとかいうことが書いてあるんですか。 

○生涯学習課長 

 あくまでも子ども図書館整備の企画運営の助言に関することということでございますので、

検討委員会に参加するということを規定したものではございません。 

○川上委員 

 にもかかわらず、検討委員会のメンバーとして市長が指名したのには、役割発揮を期待して

のことなんでしょう。ですから、聞いているのは、どういう役割を発揮したのかということを

聞いているわけです。 

○生涯学習課長 

 全く新しい施設としての子ども図書館でございますので、私どももやはりいろいろな意味で

まだ手つかずで、分からないところも多くございます。そういった意味で、ＴＲＣ、図書館流

通センターの館長としてだけではなく、図書館流通センターの職員さんとして、いろいろな情

報をお持ちというところもありますし、例えば、私どもで知り得ない情報とか、そういった知

識、そういう数多く図書館の運営に携わってある図書館流通センターの情報とか、そういうの

を仕入れるためにはこういった方のご意見を入れることも重要ではないかというふうに考えて

おります。市の職員だけではなかなか分からないところ、そういったところを補佐するために

も、実際に運営いただいてある図書館流通センターの職員に入っていただくことは、十分に意

義があったことではないかなというふうには考えております。 

○川上委員 

 具体的に、どういう役割を果たされたんですか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

 休憩 １１：１３ 
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 再開 １１：１６ 

 委員会を再開いたします。 

○生涯学習課長 

 失礼いたしました。子ども図書館の整備に当たりまして、私どもが図書館流通センターであ

る館長に求めたところといたしましては、先ほども少し述べましたけれども、いろいろな全国

の図書館の状況、子ども図書館に限らず、子どもの図書館でございますので、今ある通常の図

書館におきましても、児童のコーナーとか、そういったいろいろな情報を、やはり図書館流通

センターとしていろいろな情報を持っている。そういう状況がございますので、そういった有

用な情報を私どものほうに教授していただいた上で、子ども図書館を建設するのに最適な方法、

最適なやり方としていくために、活用させていただくために、そういった意味で、専門的な知

識専門的な立場から、そういった役割を持って、この子ども図書館検討委員会のほうに参加い

ただくことは重要であったかというふうに考えているところでございます。 

○川上委員 

 この方が検討委員会でどういう役割を発揮したかについて、事実の問題についてお尋ねして

いるのに対して、こういうことを期待したという答弁であります。検討委員会のメンバーとし

て、こういう役割を果たしていただいたという事実は、答弁できる事実はありませんか。 

○生涯学習課長 

 全国の図書館の取組としての一例といたしましては、図書館の中におきまして、子ども図書

館の中においても、学習コーナーとか学習机、そういった物の利用を実際にどういったところ

まで利用できるように作ってあったとか、よその図書館ではこういった学習机を配置して有意

義に使ってもらったとか、そういった情報をこの委員会でも述べていただいたところもござい

ますので、そういったよその情報も含めて、子ども図書館として取り入れるほうがいいような

有益な情報をこの委員会のほうで発言していただいて、もたらしていただいたところでござい

ます。 

○川上委員 

 ほかには。 

○生涯学習課長 

 すみません、ほかには、今見つけたところでは、図書館には開架室もございますし、先日見

ていただきました、一般の方が入らない閉架の書庫というものもございます。こういったもの

について、例えば、委員の中からはこういった書庫も必要ではないんじゃないかとかいう意見

もございましたけれども、よそのいろいろな情報の中では、やはり、いろいろな情報・資料を

提供する上では、図書館を運営するに当たって、そういった書庫も必要であるとか、そういっ

た専門的な立場を申し述べていただいた上で、この子ども図書館にも実際のところ書庫が必要

ではないかというところで発言をしたところもございます。 

○川上委員 

 指定管理者のＴＲＣは、市が示す業務の中で、子ども図書館の問題について、求めに応じて

助言をできる立場にあるわけですね。市が独自に子ども図書館検討委員会をつくります。別に

飯塚市に助言を求められて答える立場があるにもかかわらず、子ども図書館検討委員会のメン

バーにもなります。検討委員会のメンバーにならなくても、助言を飯塚市に対してすることが

できる立場なんですよ。にもかかわらず、なぜ飯塚市は検討委員会のメンバーとして、この館

長に検討委員会の委員ですよという肩書を渡すのか、不思議ですよね。 

そして、先ほどから答弁があったことは、飯塚市がきちんとこういうイメージを持っている

んだけど、こういう考え方なんだけど、ここのところはどうかという具体的に助言を求めれば、

約束だから、報告があり、そのやりとりをこの検討委員会に出せばいいことなんです。そして、

関係の皆さんが、こういうやりとりがあったのかと、なるほどと、でもこうしたらどうだろう
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かということが、自由闊達にできるはずなんですよ。 

ところが、市は指定管理者にまともに助言を求めずに、委員に入ってくださいと言うだけで、

そうすると、このＴＲＣの館長は、検討委員会で関係の方がいろいろな意見を言うと、いやそ

うではありませんとか、こうしたほうがいいですよと、委員長でもないのに検討委員会をコン

トロールする立場に立ってしまっていないかという心配を持つわけです。 

ですから、皆さんが、私が今質問して、どういうアドバイスや助言があったのかと聞いても

まともに答えられない。それは、検討委員会と違うところできちんとやっていないからという

のもあるし、検討委員会で、言うに任せるというか、指定管理者の責任者がそこでしゃべるこ

とですから影響力が大きいですよね。普通に考えてみてください。そう考えてみると、場所の

選定の問題を含む基本構想から、それから議会には入札のことなどもあってか、基本設計がで

きているのに、見せはするけど回収しますとかなるじゃないですか。でも、ＴＲＣの館長は完

全にその情報を把握できるわけでしょう。そういう特殊な地位を指定管理者の責任者に、飯塚

における責任者に渡していいのかというようなことを心配するわけです。 

こういうシステムになった背景には、先ほど図書館運営協議会の問題で指摘して、特別扱い

はありませんかと、何が背景にあるんでしょうという問題提起もしたけど、これも併せて、な

ぜこの館長を検討委員会に配置し、なぜじゃないですね、配置した事実経過、館長がどういう

役割を果たしたかについて検証してもらいたい。それについては、次の機会でよいとは思うの

で、明らかにし、そして質問にはきちんと答えられるようにしてもらいたいと思います。 

 それから、続けていいですか。ほかの方、誰か質問ありますか。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○兼本委員 

 今日頂いた資料の中で質問させてください。子ども図書館の整備検討委員会の中で、工事着

工時期を変更したというふうな質問等が出ていますが、これは４月に私どもが頂いた資料のス

ケジュールに変更になったということなんでしょうか。 

○生涯学習課長 

 さきの委員会で、予定のスケジュールを配付させていただきましたけども、そのとおり子ど

も図書館の建設自体が当初の予定よりは延びましたので、同じスケジュール感でお示ししたと

ころでございます。 

○兼本委員 

 ごめんなさい。そうなのか、どうなのかで答えてもらったほうがいいかなと思うんですけど。

だから、私どもに提出された資料のスケジュールどおりなんでしょうかということなんです。 

○生涯学習課長 

 失礼いたしました。そのとおりでございます。 

○兼本委員 

 ということは、今年９月が予算要求、今年９月から行いますということですよね。というこ

とは、もうある程度、子ども図書館については設備とか仕様とか、もうレイアウトが全部出来

上がっているということでよろしいんですか。 

○生涯学習課長 

 子ども図書館の整備につきましては、子ども図書館検討委員会の中と、先日、委員の皆様に

も視察の中でお見せしましたように、基本設計等は出来上がっておりますので、その準備は整

っているところではございます。 

○兼本委員 

 では、今回、資料の提出いただいた子ども図書館整備等検討委員会というのは最後なんでし

ょう。これが最後なんですか。 
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○生涯学習課長 

 そのとおりでございます。最後でございます。 

○兼本委員 

 ここでも、内容的に様々な要望というか、こうしたほうがいいんじゃないかというような内

容が書いてありますね。なおかつ、執行部のほうからの変更等があったときに、何で報告もな

しに勝手に変えるのかというようなことも書いてありますでしょう。その中で、これが３月で

すよね、基本設計というのは。どの時点で決まったんですか。こういう意見とか全部入った中

で決まったんですか。 

○生涯学習課長 

 基本設計自体は、３月のこの検討委員会のときに、既に設計図、平面図でございますけども、

この委員会にお示ししたところでございますので、委員の皆様にはご説明したとおり、大きな

レイアウトの変更はできませんけれども、ちょっとした備品の関係とか、そういった意味では、

今後の建設に際しては、皆様の意見を取り入れることはできますので、あくまでもその設計図

自体はこのレイアウトでいきたいということで、皆様にお示しした上で、その上でこういった

ことができるんじゃないかというのをまた改めてご意見をいただいたところでございます。 

○兼本委員 

 これは子ども図書館でしょう。だから、今回も指摘してありますけど、ベビーカーの問題と

かいろいろ出ているじゃないですか。例えば、高齢者の施設であればどうしますか。手すりを

つけたりとか、いろいろされるじゃないですか。ここは子ども図書館としての施設でしょう。

当然、そういった物が入っているということで、予算要求されるということでいいんですか。 

○生涯学習課長 

 実際に、この委員会の中でも、ベビーカーの話題等も出ているところでございます。この委

員会では、ベビーカーの話題は双子用の大きなベビーカーではございましたけども、確かに双

子用とかの大きな特別な物についてはエレベーターも対応はしていないという形でご回答させ

ていただいたところでございますけども、そういったいろいろな、このベビーカーに限らず、

いろいろな施設、子ども用のトイレや授乳室、おむつ台から新たな施設を設けるところで、平

面図の中には、きちんとその辺は子ども図書館として最低限絶対必要な設備等は含めて設計は

したところでございますので、そこはうまく取り入れているのではないかなというふうには考

えております。 

○兼本委員 

 これは最低限なんですか。子育て支援のあれじゃなかったんですか、子ども図書館というの

は。ただ、子ども図書館という名目のための最低限の設備しか入れていないと。今、そのよう

に聞こえたんですけど、そういうことなんですか。 

 ちょっと私が言いたかったのは、前回も言いましたよね、こども未来部と連携した上で、現

状はどうなのか、今後の世の中のことを考えた上で造っていくのが。じゃないと、予算をここ

にいっぱい使って、誰も来なかったら意味がないでしょうという話をしましたでしょう。どの

ようにその辺を考えて基本設計されたのかということを聞きたいわけなんです。 

検討委員会の中でも、急に検討委員会が始まったら話が変わっているじゃないかというよう

な意見が出ていますよね。議事録の中に書いてありますでしょう。こんな中で、この方たちは

何のために検討委員会で話し合っていたんですか。形だけですか。子どもについて詳しい方々

が入っていらっしゃるわけでしょう。そういう意見というのは、どこまで入れられて、考えら

れたのか。子どもに特化した子ども図書館というのをコンセプトとして考えているんだという

ことで事務局も言っているわけでしょう、この中で。どこまで入っているのかというのが、全

然見えないし、その予算要求を上げると言っているけども、現状の中で、何も決まっていない

ような気がする中で、この枠の中でやりましょうというのはいかがなものかと思っていますが、
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はっきり子ども図書館としてすばらしいものができるという内容の中で、今ずっと話を聞いて、

決まっていないんじゃないかなと思うんですよね。もう一度、話合いとかして、前回、視察に

行きましたよね。今ここに言われていることであったりとか、本当にできるのかどうかという

こと自体が、あの施設を見て、すごく不安になったところがありました。 

そういったところで、本当にできるのかどうかということを考えたときに、もう少し時間を

置いてやっていくという手段もあるんじゃないかと思うんですけども、実際、今の計画どおり

やっていくという中で、片一方で基本計画は決まっています。片一方では、こういう私たちの

委員会もそうでしょう、この委員会は最初に所管事務調査をするといったときに、この委員会

の意見はどうなるのかと言ったら、この図書館計画の参考にさせてもらいます。もしくは考え、

意見を入れられるところは入れていきますというような答弁でしたでしょう、最初は。まだ、

ここは終わっていないんですよ。まだ、問題は出ているんですよね。その中で、もうどんどん

どんどん進めて行って、本当にいい物ができるんですか。予算も大きな予算がかかるんじゃな

いんですか。よりよい物に使うというのは分かりますけども、そうじゃない物に使う必要は、

僕はないと思うんですけども、その辺りどうなんですか。 

検討委員会とかと実際にちゃんと話がまとまってやっているのか。スケジュールありきでや

っているのかというところ。そういったところの現状はどのようになっているのか、お伺いし

たいと思うんですが。 

○生涯学習課長 

 ３月の委員会の中でも、委員の皆様から前の話と違うというような意見も確かに出て来たと

ころでございます。そのことだけをここで申し上げてもあれですけれども、実際に、それ以前

の委員会でいろいろな話をする中で、発言された委員の方にもそういった事情を説明した上で

していたところなんですけど、この発言された委員の方については、たまたま自分の思ってい

たところと違うという形で発言をされたところもございます。 

実際に、スケジュールありきというところではございませんで、子ども図書館を造って、予

算要求するとすれば、さきの委員会でもお示ししましたとおり、例えば、来年度の予算要求を

するのであれば、このようなスケジュールが必要ということで、さきの委員会でも資料を出さ

せていただいたところではございますけれども、もちろん、現在、この子ども図書館は本格実

施の時期が正確に決まっているところではございませんので、そこら辺ももう一度よく検討し

ながら、いろいろなところで、もちろんこの委員会でもそうですし、検討委員会につきまして

は昨年で最後になったところでございますけども、今後、考えているところでは、実際の保護

者や支援センター等を利用されている方も含めて、保護者、実際に利用されると思われる皆様

のご意見をいただくワークショップなりを開催した上で、よりよいものにしたいというふうに

考えておりますので、その方向性を持って、決して急いでするというわけではございませんで、

そういったところを着実に進めた上で、建設に進めてまいりたいというふうには考えておりま

す。 

○兼本委員 

 ぜひ、それは必要だと思いますよ。 

例えば、もう一つの資料で、子ども図書館に関する要望等の協議状況、この要望等は誰が出

した要望なんですか。 

○生涯学習課長 

 申し訳ありません。これは、要望という書き方はちょっとまずかったかもしれませんけども、

本委員会を含めて、委員の皆様からいただいたご意見を、全部ではございませんけれども、抽

出したものでございます。 

○兼本委員 

 要望とか言っていませんよ、私たちは。指摘しただけですよ。要望じゃないんですよ。こう
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いう問題があるじゃないか、じゃあ、どうやって解決するんだということを言った。要望とか、

びっくりしましたよ。 

その中で、駐車場の問題で、例えば、小さなお子さんがいらっしゃる親御さんが小学生の子

を子ども図書館に連れて行きますよといったときに、小学校のお子さんをまず図書館に送って

くださいね。その後、子育て支援センター行ってくださいねというお話でしたよね。というよ

うな返答しかいただいておりません。その後の検討の結果というのをいただいておりません、

私どもは。 

それから、あそこの施設外の駐車場を御覧になられたと思うけども、駐車場は全部、子育て

支援センターのある施設と今度新たに考えてある子ども図書館の所を全部通るようになってい

るんですよね、車の矢印が全部。そこに職員による安全管理を行うのは難しいという意見でし

ょう。その理由は、保護者の管理の下で施設を利用していただくことを想定しているからと、

よく意味が分からない日本語と思うんですけどね。別段、利用していただくことを想定してあ

っても、職員の安全管理を行うのは難しいことはないと思うんですけどね。ちょっと日本語が

おかしいかなと思うんですけども。 

一方で、先ほどの委員会の中では、新聞とか雑誌を交流センターに置きますといったときに、

事務局は何と言ったかと、少し距離があるんだけども交流センターと連携してと言われている

んですよ。事務局というのは、市の職員さんでしょう。市の職員さんは少し距離があるんだと

分かっているわけですよ。子どもが子ども図書館からお母さんたちがいる所に、例えば、必ず

親御さんにルールをつくっていたとしても、子どもはやっぱりルール守らないというか、分か

らないじゃないですか、勝手に外に出て行ったりするわけでしょう。そこをこれだけあなた方

は距離があると言っているんですよね。この距離のある中で、どうやって安全管理をしていく

のかといったことも、私たちは聞いていません。そういうのは、どのように検討しているのか、

何も今までと変わりなしなのか、そういったところをちょっとお伺いしたいんですけど、子ど

もの安全性についてどのようにお考えなんですか。 

○生涯学習課長 

 以前から委員の皆様から安全性のご質問はいただいたところでございます。特に子ども図書

館となる予定の穂波図書館と穂波交流センター、それと子育て支援センター、確かに同じ敷地

内とはいえ、距離が駐車場を挟んで歩いて行く必要がございます。安全性につきましては、こ

こに書かせていただいている分につきましては、やはり図書館のスタッフにつきましては、ど

うしても館内の見守りといいますか、そこがどうしてもメインになってまいりますので、駐車

場の分につきまして、例えば、専門的な職員なり人を配置するのは難しいというところで書か

せていただいたところでございます。 

それで、先ほどから言われておりますように、小学生のお子さんとそれ以外の未就学のお子

さんがいた場合でございますけれども、私どもが想定いたしますところでは、先ほど質問委員

が言われましたとおり、できましたら、もちろん別々というところではなくて、例えば、親御

さんと、保護者の方と小学生のお子さん、未就学のお子さんと、例えば、子ども図書館のほう

で一緒に過ごしていただく。それは当然、可能なことかと考えております。１、２階のスペー

スが両方ございますけれども、子ども図書館のほうでしたら、皆さんが一緒に同じ施設内で過

ごすことができるかと考えております。それでもどうしても支援センターのほうに親御さんが

用がある場合もあるかと思います。その場合につきましては、当然、小学生の小さなお子さん

を１人で子ども図書館に残してというのは、なかなか親御さんとしても心配なことかと思いま

すので、そこはなかなか難しいかとは思います。その際は、その辺が支援センターとか交流セ

ンターとの協議にはなってまいりますけれども、どうしても支援センターのほうに行く要件が

ある際には、支援センターに一緒に小学生のお子さんも連れて行っていただく。支援センター

の中には、もちろん入れないという状況がございますけれども、同じ子育て支援センターが入
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っております交流センターにつきましては、支援センターの中には入れなくても、１階には若

干キッズスペースとかちょっとした窓際にカウンター等もございますので、そこで小学生のお

子さんが、例えば、子ども図書館で借りた本をそこで読むとかして過ごすというようなことも

十分可能ではないかというふうに考えております。１００％の対応というのはなかなか難しい

かもしれませんけども、そういったところの意味において、保護者様、親御さんに、小学生の

お子さんも未就学のお子様も一緒に監護の下で利用していただければ、よりよい施設になるの

ではないかというふうに考えたところでございます。 

○兼本委員 

 部長、いいんですか、今の答弁。部長も同じ考えですか。 

○教育部長 

 今、課長が申しました未就学のお子さんと６歳以上のお子さんを２人一緒に連れて来た場合、

こういう場合のケースについては以前からご心配、また、ご指摘を受けてきたところでござい

ます。そういった場合、子育て支援センターに用事があって来る。その場合は６歳からは入れ

ないという部分については、その後、担当課のほうとはいろいろ話をしてきたところではござ

います。特に、１人で子ども図書館に残されて、子育て支援センターに相談に行く、そういっ

た場合に、動線的に１人で来れるのかとか、いろいろ難しい部分があるのではないかと。１人

で駐車場を横断させるのはとても危険だと。当然、動線あたりについてもしっかり検討してい

かなくてはいけない。ただ動線を示しても、やはり６歳、７歳の子どもが１人でそこを行くの

は、難しいのではなかろうかと。これはどうしても保護者の方に手を引っ張って行ってもらわ

なくてはいけないのではなかろうかということで、いろいろそこについては、保護者また利用

者の方の安全についてしっかり考えていかなくてはいけないというふうに内部では話をしてい

るところではございます。 

○兼本委員 

 ということは、ここの施設は適していないということを今言われているんでしょう。安全性

とかを解決できなくても、そのまま市長はやっていくんですか。庄内とかも隣に支援センター

がありますでしょう。全然すぐに図書館に行けるような形になっていたりとかしているわけで

しょう。 

課長は図書館を造らなくてはいけないというのがあるんでしょうから、それで答弁されてい

ると思うんですけども、私たちは子ども図書館を何で造るのかというのは、子育て支援の一環

として、施策として造るんだよということで考えているわけですよね。そうすると、やっぱり

建物を造ったから、飯塚市は子育て支援をやっているんですじゃないんですよ。そういうこと

だったら、やる必要がないんじゃないのというふうに、形だけ造ったってしょうがないでしょ

う。本当に飯塚市に子育て世代の人が住んでいただいて、満足していただけるような市民サー

ビスをしていかなくてはいけないと思っています、私は。多分思われているんじゃないかと思

います。 

そうすると、やっぱりもうちょっとそこを考えないといけないところではないかと思うんで

すよね。そういう部分に関してもそうだし、さっきの、例えば、ベビーカーも大きいのは時た

ましか来ないかもしれないけれども、でも、それを利用するというのは何で利用するかという

のを考えてくださいよ。何でここに来るのかとか、何で利用するのかとか、そういう人たちに

利用してもらうための施設じゃないんですか。それが子育て支援じゃないんですか。ただ造れ

ばいいという問題じゃないんだから、もっといろいろと、もうちょっと細かいところを考えて

いかないといけないと思うんですよね。 

だから、もう少しいろいろな意見を聞いて、ここで本当にいいのかどうかから考えたほうが、

私はいいんのではないかと思うんですけども、いかがでしょうか。 

○生涯学習課長 



１９ 

 今、質問委員の言われますとおり、子ども図書館のいろいろな実際の敷地内の安全面も含め

まして、それ以外の実際の子ども図書館を造るに当たっての仕様とか細かいところ、その辺は、

十分、もちろん本委員会もそうですし、先ほど申しましたように、実際に利用される予定の世

代の皆様の意見等を踏まえて、もちろん今のままで、全て１００％できるとは私どもも考えて

おりませんので、その辺はじっくり協議するような場も設けた上で、この事業につきましては

進めさせていただきたいというふうに考えております。 

○兼本委員 

 そう言われるんだったら、ちょっと一旦まとめてくださいよ、今までの要望とか。そういう

のをまとめて、これが現状どのように計画していくのかとか、そういうのを出してくださいよ、

次回でもいいですから。その中でもっと話し合っていかないと、子ども図書館の整備等の検討

委員会の皆さんの意見もそうでしょう、この委員会というのはやっぱり基本設計についての意

見とかも伺っているわけでしょう。入っていますか、それが内容的に。入っていないところも

あるでしょう。何で入っていないのかとか、やっぱそういうのをここでも説明してもらわない

と、こういう意見があって、こういうふうに造ろうと思ったんだけど、ここはこうなんだとか

いう話の中で、進めていく上での部分じゃないかなと思うんですけどね。その辺りをもうちょ

っと情報を出していただいて、委員会のほうに資料提供等をしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 ほかにありませんか。 

○永末委員 

 すみません、少しだけ質問させてください。以前から図書館のスペースの有効利用というこ

とで、資料等も提出いただきながら、質問のほうをさせていただきました。具体的に、庄内図

書館の２階部分の利活用というのがしっかりなされていないんじゃないかというふうなことを

問題提起させていただいて、要望等もさせてもらったんですが、前回の委員会のほうでも、現

地視察のほうにも含めていただいて、皆さんで実際の現地を見ていただいたような形になりま

したけども、その後、庄内図書館でも学習スペースといいますか、そういった利用ができませ

んかというふうな要望をしていましたけど、その辺りはどういった現状になっていますでしょ

うか。 

○生涯学習課長 

 以前からご意見等がございました庄内図書館の２階部分につきましては、急遽になりました

けれども、エントランス部分の改修等の必要がございませんでしたので、学習室ではございま

せんけども、座席等を設置いたしまして学習スペースとしての利用をやっと始めたところでご

ざいます。 

○永末委員 

 要はその２階の部分の共用スペースの部分にそういった学習ができるような施設を設置して

いただいたということかと思うんですけど、それは前々から私も要望として出していましたけ

ど、なかなかそれが進まない理由として、施設の管理面での難しさというふうなことがありま

したけど、その部分は解消されて、今回の実施というふうな感じになっているんでしょうか。 

○生涯学習課長 

 以前、２階部分になりますのでどうしても職員の目がなかなか行き届かないという、こちら

のほうからも発言をさせていただいたところもございます。その点につきましては、図書館の

スタッフにおいて、２階に書庫もございますし、そういった書庫の本を取りに行ったりする

ケースもございますので、定期的な巡回をすることで、２階部分の監視ではございませんけど、

そういったところにも目が届くような措置を始めたところでございます。 

○永末委員 
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 安全に対する懸念があって、そういうのがありながらも有効活用というふうに進んでいただ

いたことは非常にありがたいなというふうには思っておりますけども、一旦、そういった懸念

を持たれている施設でもあるので、そこに関してはしっかり今後も注意して運用のほうをして

いただきたいと思います。 

詳細に教えていただきたいんですけど、実際に学習スペースというのは、何席設けられてい

て、どのような利用ができるような状況なのか。それは一時的な措置なのか。今後もそこでし

っかりと学習スペースを設けて、継続的に行っていくような状況になっているのか、その点を

お願いします。 

○生涯学習課長 

 このたび設置いたしました２階共用部分での学習スペースでございますけれども、座席数と

いたしましては１２席ほどを確保したところでございます。実際の運用日につきましては、現

在、夏休み期間中でございますので、夏休み期間中は図書館休館日以外は開放する予定にして

おります。今後、夏休み明けにつきましては、平日の利用実態が、まだ現状としてちょっと分

からない不明な点もございますので、９月以降につきましては平日は見送りまして、土日での

開放を考えているところでございます。ただ、今後そういった皆様の要望とか、利用の実態が

増えてくるようなことになれば、その辺はまた改めて考え直していきたいというところでござ

います。 

この学習スペースの開放は始めたばかりではございますけれども、今後、しばらくの間は続

けていきたいとは考えておりますけれども、実は、先ほどからあります来年度以降、私どもの

事務室がありますコミュニティセンターの改修等がございますので、そこにあります事務室等

の移転とか、そういったこともございますものですから、来年度以降はそういった代替施設に

なる可能性も私どもは考えておりますので、そうなった際には、この学習室のスペースとして

は利用ができなくなるところではございますけれども、今年、このスペースを開放してどのよ

うな実態があるかどうかは、今後の利用実態を、何年か先も含めて、利用するべきところであ

るかどうかも含めて、その利用実態を把握するためにも今年度中は続けてまいりたいというふ

うには考えているところでございます。 

○永末委員 

 有効利活用というか、市民の方からも求められていたことでもあるので、私のほうでもしっ

かりやっていただきたいということで、進めさせていただいた部分はあるんですけど、その施

設が実際にできたことが分からないことには利用というのは進みませんし、その周知に時間が

かかりますし、できたはいいけども、周知が進まないことには、利用も伸びていきませんので、

その状況イコール、ニーズ・需要がないんだというふうに判断づけられるのも、現状とそぐう

部分も出てくるんじゃないかなと思いますので、そこに関してはしっかりやっていただきたい

と思うのと同時に、この前もマスコミ報道も新聞報道もあっていましたけど、筑豊地区の学力

の問題は、やはり県内でもほかの地域に比べてどうしても数値的に低いというふうな数字が出

ていました。 

そういった部分を見ても、率先して学習できるスペースというのは、本市の教育力のアップ

という意味でも、しっかりそこは要るんじゃないかと思いますし、やっぱり自宅ではなかなか

できないとか、集中してできる場所が欲しいとかというのはあると思いますので、そこの部分

は飯塚市の教育行政の考え方でもあると思うんですよね。なので、そこに関しては、そういっ

た趣旨で、しっかりと教育委員会としても周知・広報をしていただきたいですし、しっかりそ

ういったことが利用ができる児童生徒の方が増えていくように、児童生徒のみならず、学習室

ですので、一般の方も資格試験やスキルアップとかにも利用される方、もしかしたら仕事のち

ょっとした合間に利用したいというふうな方もいらっしゃるかもしれませんので、そういった

広い視点でぜひとも検討していただきたいと思いますけど、ぜひ教育長のほうから、今回の学
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習スペースの設置及び今後の進め方についてお考えのほうを伺いたいと思います。 

○桑原教育長 

 庄内図書館のほうには、私どもも視察というか、見に行きまして、実際に見に行って２階の

様子等も確認しております。そこで見たのが、１階で子どもが学習している、自学している姿

を２名ほど見ました、窓際のスペースで。あのような所があったら、子どもたちはやっぱりそ

こに寄って、先ほどおっしゃったように、自宅ではなかなかできなくても、友達がいて、そう

いった施設があればできるということもありますので、その辺りを有効活用できるように引き

続き進めていきたいと考えております。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

 休憩 １２：０２ 

 再開 １３：００ 

 委員会を再開いたします。 

 ほかに質疑はありませんか。 

○兼本委員 

 先ほど整備等検討委員会等々の意見が反映されているのかどうかということで、どのように

なっているかということを、もし可能であれば、資料要求させていただきたいと思います。そ

こで、委員長におかれまして、お取り計らいのほどお願いしたいと思います。 

○委員長 

 ただいま、兼本委員から要求があっております資料は提出できますか。 

○生涯学習課長 

 資料につきましては、取りまとめの上、次回の委員会に提出させていただきます。 

○委員長 

 お諮りいたします。ただいま兼本委員から要求がありました資料については、要求すること

に、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 ご異議なしと認めます。よって、執行部に次回の委員会にて資料の提出を求めます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

○兼本委員 

 また、今回いただいた資料についてなんですが、嘉飯圏域定住自立圏連携事業の中で、この

図書館について、３ページに資料がありますが、この中で圏域住民が圏域内の図書館を自由に

利用できるようになり、圏域住民の利便性が向上しますということですよね。その理由として

は、利用者を増加させ、図書館の情報発信機能や生涯学習支援機能を有効活用し、地域を活性

化しますということですが、まず一つが、利用者を増加させるということは、増加させること

と、今回のコミュニティセンターの大規模改修の中に、資料１－２のほうに工事内容があるん

ですけれども、図書館についてというのが、レイアウトであるとか、その設備に関してとか、

そういったことが何もないような感じがしています。利用者を増加させるというのであるなら

ば、やはりそういったものも工夫したところで改修しなくてはいけないんじゃないかと、私は

考えておりますが、どのようにお考えなのか、お伺いさせてください。 

○生涯学習課長 

 実際に図書館の相互利用につきましても、地域の活性化のために資するという形になってお

りますし、このたびのコミュニティセンターの改修事業におきましても、メインはどうしても

設備等の老朽化に伴う改修事業となっておりますけども、一部、前からご要望のありました、

図書館をただ本を貸し借りするところだけではなく、図書館で過ごせるようにする施設として

改修できないかというご意見もございましたので、そういったものに向けて、図書館内におい
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て、今、関係部署等の協議の途中ではございますけれども、そういった図書資料を貸し借りし

て、それをもってまた閲覧とか、学習できるスペース、それを新たに何か確保できないかとい

うところで、今、協議を行っているところでございます。 

既存の学習室はございますけれども、それとは別に、そういった形で、利用者が長くそこに

踏みとどまって利用できるようなスペースを確保したいというふうには、今ちょっと検討して

いるところでございます。 

○兼本委員 

 今、検討されているということでしたが、コミュニティセンターの大規模改修のスケジュー

ルでいくと、もう６月には発注準備・入札というふうになっていますでしょう。まず一点、間

に合うのか。それと、具体的にどのようなものをお考えなのかというのをお聞かせいただけれ

ばと思います。 

○生涯学習課長 

 実際に今、工事の発注準備を所管の建築課のほうで、積算等を含めて、入札・発注に向けて

の準備を行っているところでございますので、まだ入札等は今は行っておりませんので、そう

いった内容につきましては、協議の上、今後、生かすことができるかと考えております。 

図書館の改修内容といたしましては、今のところ決定しているところではございませんけれ

ども、図書館の内に皆さんが一定期間過ごせるような形で、学習スペースといいますか、そう

いったのを設けることができないか、今、既存の図書館の１階のスペースにはソファー等はご

ざいますけれども、本を読んだり、ちょっと広げて調べ物をしたりとか、ちょっとしたそうい

ったスペースが今は造られておりませんので、そういった物がこの改修事業の中で組み込めな

いかというところを協議・検討しているところでございます。 

○兼本委員 

 というと、先ほど教育長もおっしゃられていましたけれども、庄内図書館等でカウンターが

あって、その辺で学生が自習していたりというようなお話もありました。飯塚中央図書館は、

この間、見させていただきましたけども、ソファーとかそういった物というのもあまり数的に

少ないじゃないですか。なかなかそこでやっぱり過ごすというような形になると、大幅にやは

り各設備というか、そういった物が非常に必要ではないかと思うんですけども、その辺りはほ

かの今の新しい図書館なんかもやっぱりカウンターがあったりとか、休息スペースと言うか、

何かいろいろな所で本を読んだりとか、資料を見たりとかいうようなスペースがたくさんある

と思います。なおかつ、やはりそこを利用されている方は非常に多いと思うんですけども、そ

のような方向でお考えということでよろしいんでしょうか。 

○生涯学習課長 

 質問委員の言われますとおり、そのようなコミュニティセンター、図書館も含めて、快適に

過ごせるような場所を確保したいと思って、今、検討しているところでございます。そのとお

りでございます。 

○兼本委員 

 というと、検討期間というのはいつ頃までになるんですか。そのスケジュールでいくと、も

う６月ぐらいからあれでしょう。だけど、まだ今は決まっていないという話、具体的にはっき

りと決まっていないというところなんですが、実際問題はいつ頃にそういった計画というのが

はっきりするんでしょうか。 

○生涯学習課長 

 実際に、コミュニティセンターの大規模改修におきましては、各種工事を行う予定にしてお

りますけども、発注準備につきましては、今、準備をまだ進めていただいている状況でござい

ますので、今年度の細かいスケジュールは決まっておりませんけれども、今年中には発注準備

をした上で、入札という形になるのではないかと考えておりますので、あまり長期間、何か月
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もあるわけではございませんけれども、今から少しずつ、その内容につきましては検討した上

で、今年中の発注・入札のほうに結びつけていきたいというふうには考えております。 

○兼本委員 

 そうすると、スケジュール的にもちょっと延びるという形になるんですか。 

○生涯学習課長 

 今、あくまでも予定ではございますけれども、そういった図書館内の建築、そういった工事

につきましては、予定が延びるわけではございませんで、発注準備につきましても、本年中に

発注準備をした上で、今年度中には入札という形で、十分に工事期間は確保できるというふう

な予定になっておりますので、期間的には秋口ぐらいからでも十分に間に合うというところで

は伺っております。 

○兼本委員 

 そうすると、やはり図書館で過ごせるということがコンセプトになるわけですよね。それで、

なってきたときに、やはり今回の委員会でも付託事件としてやっているわけですから、ぜひ、

この件に関しましても、ある程度こういう方向性で行くんだというのが決まりましたら、資料

のほう等を提出していただきたいと思いますが、可能でしょうか。 

 スケジュールというよりも、レイアウトであったりとか、今以上に過ごしやすいようにする

ためにこういう物を設置しますとか、そういったことを考えられるわけでしょう、これから。

それを予算に入れて、予算を要求されるということでいいんでしょうか。どうなんですか、そ

の辺は。 

○生涯学習課長 

 実際に、コミュニティセンターの改修事業につきましては、今年度に予算化させていただい

ているところでございますので、その範囲におきまして、今、細かい詳細の設計を行っていて、

事業設計というか、入札に向けて設計を行っていただいている状況でございますので、その中

で、実際にそういったカウンターとか、そういった物ができないかというところを検討してい

るところでございますので、そこら辺のところを、スケジュール等含めて、質問委員が言われ

ますように、スケジュールも含めて内容をどういったものにするか、そういったものをお示し

できるようには対応したいというふうには考えております。 

○兼本委員 

 だから、コンセプトは図書館で過ごせるということでしょう。それに基づいて予算も上げて、

決まっているってことでしょう。だから、そこはちゃんとやってもらわないと、これは無理で

したとか、これもできませんでしたとなると、何のための図書館なのか。飯塚市は広域の中で

も利用者を増やすんだということを言われているわけですよね。ちゃんとそのコンセプトに基

づいてやってもらわないと困るんですけど、そこはちゃんと話はされてあるんでしょうか。 

○教育部長 

 コンセプトとしては確かにおっしゃるとおり、今、協議を行っている内容というのは、図書

館で過ごしやすいように。ただ、今回のこの改修につきましては、ベースとなっている部分は

老朽化の改修工事がベースになっておりますので、その老朽化の改修工事をベースにした中で、

どれぐらい図書館のほうが快適に過ごしやすい空間になるかというふうな協議を行っておりま

す。ですので、基本的にはベースがある中でございますので、できる限りの努力のほうはした

いとは考えているところです。 

○兼本委員 

 ということは、今の部長の答弁でいくと、基本的には空調であったりとか、そういった古く

なった部分の改修工事がメインですよと。あと、１階、２階の部分の問題があった所というこ

とですよね。そうすると、あくまでも図書館の利用者が利用するための設備とかに関しては今

のところほぼ動かないということでいいんですか。というようなふうに聞こえたんですけども、



２４ 

そんなに予算がないんだよというように聞こえたんですけども。だから、今後、そこに関して

は、ここで終わりではなくて、今後、まだ飯塚市のコンセプトに向かって様々な対応をしてい

くというような考えでいいんですか。 

○生涯学習課長 

 先ほど部長が申し上げましたとおり、このコミュニティセンター大規模改修工事におきまし

ては、重ねてになりますけど、老朽化の対応の工事をメインで行うところでございます。その

中で、今、質問委員のほうからご意見もありますとおり、図書館を快適に過ごせる空間にでき

るような仕組みも含めて工事の中には組み込んでいきたいと思っておりますけども、それはま

だ、現状、検討している状況でもございますので、その中で、今年もできるのか、今後、また

違う機会でできるのかは、ちょっと今はっきりしたところではございませんけども、そういっ

た希望を持っていきながら、このコミュニティセンターの大規模改修事業を進めてまいりたい

と考えております。 

○兼本委員 

 というと、今後、変更していきますということで、よろしいですかね。今後も図書館で過ご

せるようにするための計画というのは、取りあえず、今回は最低限できるところまでの形だけ

造りますよ。これから年々増やしていって、何年後かにはこのような形で市民の皆様が図書館

で過ごすことができるという形のものにしていきますよということを、今、言われたんですか。 

○教育部長 

 今回の改修がまず終わって、先ほど来言っております、今回の改修の中でどれぐらい快適な

空間になるのか、できるのか。一旦、それを踏まえた上で、今後の図書館については、また再

度、教育委員会内部でどういった方向に持っていくべきなのか、今度は老朽化ではなく改修が

必要なのかどうかというところについても検討していく必要はあるというふうに考えています。 

○兼本委員 

 分かりました。 

今まで入場者数とかいろいろ出されているじゃないですか。早めにもう分かっていることじ

ゃないのかなと。どうしたらいいのかということは考えられているんじゃないのかというふう

に、私は思っていたんですけど、まだそこまではいっていないということですよね。そういう

ことですか。 

○教育部長 

 現時点においてはそのとおりでございます。 

○兼本委員 

 ぜひ、その部分に関しても、本当はそこまで考えたところで、今回、一括でやったほうが、

私は費用的には安く済むんじゃないかと思ったんです。なので、その辺まで含めたところで、

１回ここで改修工事を行って、またこういうふうにやりますよということで、改修工事を行う

というよりも、全ての計画が建築課のほうと教育委員会とやっぱりつながって、せっかくする

んであれば、１回でしたほうが税金も安く済むんじゃないかというふうに思っての質問なんで

すけども、ちょっと残念ながらそうではないみたいなんですが、図書館をそういう形で進めて

いくということであるならば、ぜひ、いい物にしていただきたいと思いますんで、その辺りの

予算とかも今後は取れるように頑張っていただければと思います。以上です。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○川上委員 

 午前中に続いて、質問させていただきます。図書資料の選定についてなんですけれども、公

正・中立の選定の保障はどこにあるとお考えでしょうか。 

○生涯学習課長 
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 図書資料の選定につきましては、当市では資料の選定委員会も設けて、審議内容については

定期的に審議を図っているところでございます。目的といたしましては、資料の選定収集に当

たり、公平性を確保し及び偏重を防止し、もって資料収集の適正を図るためという目的の下に

資料選定委員会を設けておりますので、そういったところでもって、公平性などは確保・担保

されているものと考えております。 

○川上委員 

 今、おっしゃったのは、書籍の内容上のことについてのバランス的な意味合いで、公正・中

立、公平性とバランス上のことをおっしゃっていますか。 

○生涯学習課長 

 資料内容は、図書館はいろいろな多様な資料がございますので、そういった意味での公平性

とか、変調や偏りがないように資料の購入に努めるという意味でございます。 

○川上委員 

 購入先については、偏りだとかを抑制するようなシステムがあるんですか。 

○生涯学習課長 

 図書館は毎週、購入をしておるところでございますけども、そちらにつきましては図書館流

通センターが発行する書籍に基づきまして選書・発注をしているところでございます。 

○川上委員 

 購入先についての偏りを特に考慮していないというふうに聞きました。 

そこで、本市市立図書館の指定管理者であるＴＲＣ、図書館流通センターなんですけれども、

その責任者の方、谷一文子さんに教育委員会関係、元教育委員会関係の方で直接お会いになっ

た方はありますか。 

○生涯学習課長 

 申し訳ありません。定かに確かめたわけではございませんけれども、お会いしたことはない

のではないかと思います。 

○川上委員 

 分からないという答弁ですね。 

○生涯学習課長 

 申し訳ありません。そのとおりでございます。 

○川上委員 

 武井市長は教育長時代に谷一文子さんにお会いになったことはないですか。 

○武井市長 

 お会いした記憶はございません。 

○川上委員 

 記憶がないというのと、事実がないというのは随分違うわけだけども、会っていないかと聞

いたわけですよ。 

○武井市長 

 会ったことはございません。 

○川上委員 

 先ほど午前中に少し先回りをした発言をしましたけども、実は、図書館流通センター、ＴＲ

Ｃは丸善ＣＨＩホールディングスの完全子会社なんですね。このＴＲＣの責任者の谷一文子さ

んは丸善ＣＨＩホールディングスの取締役の一員です。見れば分かるんですけれども、今年

１月の段階で、代表取締役を含む、会長・社長を含むメンバーは９人になっているんですね。

社外が４人、社内が５人ということになっているんですけれども、その持ち株の状況を見ると、

会長はゼロ株、社長は１千株、別の取締役が７千株、あとはゼロ株、それから３千株というふ

うに並ぶんだけれども、先ほども紹介しましたけども、谷一文子さんは３０万株持っているわ
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けですね、親会社のほうで。そのことは確認したことがありますか。 

○生涯学習課長 

 確認したことはございません。 

○委員長 

 質問委員に申し上げます。個別業者に関する発言につきましては、企業活動への影響等にも

十分配慮した上で、質問していただきますようお願いいたします。 

○川上委員 

 述べて、承知しているかを確認する質問です。 

 それで、この丸善ＣＨＩホールディングスは今年３月１４日に中期経営計画というのを策定

しています。来年から５か年の計画なんですけれども、これについては承知されていませんか。 

○生涯学習課長 

 申し訳ございませんが、承知しておりません。 

○川上委員 

 この中で経営改善を新しい展開を含めてやりましょうというのが読めるんですけれども、そ

うした中で、書籍の展開というのは一つの柱なんですね。そういった点でいうと、これまでの

本市の図書選定のシステムが丸善ＣＨＩホールディングスとの関係で、引き続き、公平性が担

保されるかどうか心配するわけですよ。そういう状況の中でもこの公平性が担保されるか。そ

の辺について考えたことがありますか。 

○生涯学習課長 

 質問委員が言われますところの会社の情報につきましては、申し訳ありませんが、情報を承

知しておりませんものですから、内容につきましては検討したことが今のところございません。 

○川上委員 

 コミセンの大規模改修について、指定管理者、ＴＲＣの意見を聴取したと思いますけれども、

その主なものを聞かせてください。 

○生涯学習課長 

 このたびのコミセン大規模改修におきましては、当然、図書館の改修等も含めまして、設計

等を行っているところでございます。その中で、部分的に、例えば、現在の運営していただい

ている館内の状況、カウンターの設置状況でありますとか、書架の配置でありますとか、そう

いったところにつきましては図書館流通センターのほうからご意見をいただいたところではご

ざいます。 

○川上委員 

 カウンターと書架について、２つだけ、今、言われましたけど、それぞれについてどういう

意見が、あるいは提案があったか、お尋ねします。 

○生涯学習課長 

 まず、カウンターにつきましては、今、設置しておりますカウンターの利用者とスタッフの

利用のしやすさとか、使い勝手という言い方はあれかもしれませんけれど、そういった面で、

場所的なものとかそういったもの、位置を変更するべきじゃないかとか、そういった意見をい

ただいたところでございます。書庫の配置につきましても、現在はかなり多くの開架室におき

ましては書架を配置しているところでございますけれども、そういったのが適正な配置、見え

やすい配置になっているか、利用しやすい配置になっているか、そういったところを利用者目

線も含めたところでご意見をいただいたところでございます。 

○川上委員 

 図書館スペースのエントランスから入って、右の奥に和室がありましたね。座って本が読め

る空間ですけれども、それを廃止するというのは、このＴＲＣ、指定管理者の提案ですか。 

○生涯学習課長 
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 質問委員の言われます一番奥の和室の件でございますけれども、もちろん図書館流通セン

ターのほうにご意見を伺ったことはございますけれども、一番の問題は、図書館内のトイレが

和室の横にございますけれども、そのトイレが使い勝手も悪いし、広さも十分ではない。いろ

いろな方が使える多目的のトイレも設置できていない。そういった状況がございましたもので

すから、私どもは和室の利用の頻度等を鑑みまして、そういったところも合わせて、廃止した

上で新たなトイレのスペースとして改築したいというところで、私どものほうで市長の下に進

めたところでございます。 

○川上委員 

 ＴＲＣのほうからそのスペースを廃止してはどうかというようなことがあったわけではない

わけですか。 

○生涯学習課長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 先ほど、ＴＲＣの親会社の丸善ＣＨＩホールディングスの中期計画、５か年計画の発表が今

年３月１４日だったと言いましたけれども、実は、「新文化」という新聞があるんですね。ネ

ット上でもありますけど。同じ日付なんですけど、３月１４日付で、１面の特集の紹介がある

んですね。「ＴＲＣ 図書館で本の販売 新たな仕組み検討へ 谷一文子ＴＲＣ社長に聞く」

という見出しになっています。これは、大和市立図書館、福祉文教委員会も視察に行っている

はずなんですけれども、シリウスも含めて、図書館の集客力を生かし、シリウスは毎年

３００万人ぐらい利用者があるらしいですね、それで、この図書館の集客力を生かし、図書館

で本の販売ができる仕組みづくりの検討に入ったと。だから、これは親会社の丸善ＣＨＩホー

ルディングスが５か年計画を公表した、くしくも同じ日の記事なんですよね。配信というか。 

それで、全国の５８５図書館を指定管理、業務委託を受けているようですけど、このコミセ

ンの大規模改修に当たり、本の販売、書籍の販売をこの際できないかという協議の申入れが市

長か教育長、教育部長、担当課のほうにあっていないか、お尋ねします。 

○生涯学習課長 

 質問委員の言われますような協議等はうちのほうでは承っておりません。 

○川上委員 

 課長のほうには相談があっていないことを今答弁されましたけど、先ほど言った市長、教育

長、教育部長はどうですか。 

○教育部長 

 そういった申入れやお話はありません。 

○桑原教育長 

 私のほうにもお話がございません。 

○武井市長 

 私にもございません。 

○川上委員 

 まとめて聞きますけど、谷一文子さんご本人からではないけれども、それを含めても、それ

以外の方からも特にないということを確認しておいていいですか。 

○生涯学習課長 

 谷一文子様以外の方も含めて、ＴＲＣの関係者からそういった話を伺ったことはございませ

ん。 

○川上委員 

 そのほかの幹部の皆さんもそうだということで確認します。 

 それで、今後、丸善ＣＨＩホールディングス及びＴＲＣの方向性とかみ合う形で、本市にそ
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の協議の申入れがあった場合はどうしますか。 

○生涯学習課長 

 現状といたしましてもそういった協議は承っておりませんし、今後、そういったお話があっ

たといたしましても、今回のコミュニティセンター改修に当たっては、そういった販売ブース

といいますか、そういった物を設ける設計は行っておりませんので、例えば、協議の申出があ

ったとしましても、現状としましては、受ける余地といいますか、余力は全くないのではない

かと、私は考えております。 

○川上委員 

 余力、余地があれば受けるというふうに聞こえる答弁なんですね。 

指定管理の仕様書との関係で考えて、それが入り込む隙間があるというか、検討する対象に

なるのかどうか。もう契約しているわけですから、契約変更とかするようなことになるのか、

ならないのか。そういうことをお聞きしたかったわけですね。 

○生涯学習課長 

 すみません、失礼いたしました。このたびの指定管理者募集要項の仕様書におきましても図

書の販売するような業務は当然入っておりませんし、すみません、私の言い方が悪かったと思

いますけども、今度のコミセン改修におきましても、そういった図書の販売をするようなス

ペース・レイアウトは当然入っておりませんので、全くできないのでないかと、私は考えてお

ります。 

○川上委員 

 ２つおっしゃったと思うんですよね。仕様書との関係でどうなのかというと、それは入って

いませんよ。変更申出とかがあった場合はどうなるんですかという心配しているわけです。 

それから、もう一つ、ブースを置けるようなスペースは今回の改造では想定していませんと

いうことなんですけれども、どれぐらいのスペースでそれができるかどうかを分からないでし

ょう。ちょうど、廃止する和室の分ぐらいのスペースだったら十分ではないかというふうにな

った場合はどうなりますか。 

だから、主に前者ですよ。仕様書の契約の変更を求めてきたときはどうしますかということ

なんですよね、お尋ねしたかったのは。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

 休憩 １３：４１ 

 再開 １３：４９ 

 委員会を再開いたします。 

○生涯学習課長 

 質問にございました、変更契約をすると、図書の販売ができるんじゃないかというご質問だ

ったと思いますけれども、もともと指定管理でお願いしているのは、あくまでも図書館の管理

でございますので、本の販売までとなると、当然、今は仕様書等に入っていない内容でもござ

いますし、かなり、指定管理の範疇を超える内容になると思いますので、現行としては難しい

ものと考えております。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○光根委員 

 一点だけ確認したいんですけども、コミュニティセンターの大規模改修で、飯塚図書館の休

館時期と子ども図書館の改修の時期ということで、休館の時期が重なるということで、一般質

問等でもあっていましたけども、電子図書館の検討をしているということでございましたが、

現状をお願いします。 



２９ 

○生涯学習課長 

 質問委員が言われますように、電子図書館につきましても一般質問等でご質問をいただいた

ところでございます。その内容につきましても、当然、私どもが質問への答弁等で回答させて

いただきましたとおり、アンケートの実施等に基づいて、内容の調査はさせていただいたとこ

ろでございます。ただ、実際に電子図書館を導入するには、やはり、かなり高額な費用等もか

かってくる現状もございますので、引き続き、その辺につきましては、まだ決定等には至って

おりませんので、調査・研究はさせていただきたいと考えておるところでございます。 

○光根委員 

 する、しないにかかわらず、いつ頃をめどに決定するのか。来年度からするなら、予算化し

なければいけないので、いつ頃をめどに、決定する、しないを決めるのでしょうか。 

○教育部長 

 いつ頃、する、しないを決めるかでございますけれども、今、他市、他自治体の状況などを

いろいろと確認する中で、例えば、県のほうが電子図書館を行っているとか、極端な話、国立

国会図書館のほうで行っている。近くであれば桂川町さんが行っている。そういった状況の中

で、これも先ほど課長が申しましたけども、非常に多額の投資になってしまいます。それで、

電子図書館でございますので、それこそ飯塚に住んでいようが、住んでなかろうが、利用でき

るというのが電子図書館になります。そういった観点から考えますと、県または桂川町、いろ

いろなところが行っておりますので、そういった部分で他の電子図書あたりの利用もできない

のかというふうなところも検討しているところではございます。 

本市のほうから県のほうに郵送なり何なりで送れば、電子図書のほうの利用もできないこと

はないというふうな話も報告を受けておりますので、そこら辺は慎重に、貴重な財源を使うと

いうことになりますと、やはり要求するに当たっても、それだけの需要、またはニーズが見込

めるというところまで把握してからの予算、もしくは予算要求するのか、しないのか、どうす

るのかというふうな決定は行いたいというふうに思っております。 

○光根委員 

 休館中はどちらも１０か月ぐらいあるんですけども、一つの休館中の代替案ということで電

子図書館ということですけども、ほかの代替案とかは考えておられますか。 

○生涯学習課長 

 もちろんいろいろ事業を実施するに当たりましては、予算化等も必要でございますので、決

定したところではございませんけれども、私どもとしましては、どうしても中央図書館が閉ま

る現状がございますので、隣接の公共施設において、規模は大分小さくはなりますけども、代

替の仮設の図書館を設置して、少しでも図書館利用の皆様に供したいというふうには考えてお

ります。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

 本件につきましては、引き続き調査をしていくということで、本日はこの程度にとどめたい

と思います。 

 暫時休憩いたします。 

 休憩 １３：５５ 

 再開 １３：５６ 

 委員会を再開いたします。 

 次に、「虐待の予防事業について」を議題といたします。提出資料について執行部の説明を

求めます。 

○こども家庭課長 
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 先進地視察等を行い、検討した結果、新たに虐待予防事業の一環として令和６年度に「こど

もの権利擁護啓発事業」及び「通話音声分析モニタリングシステム構築事業」に取り組むこと

にいたしましたので、その内容を報告します。 

「こどもの権利擁護啓発事業」は、こどもへの暴力防止プログラムを実施している他市町の

取組を参考にし、組み立てたものでございます。事務事業名は、「児童虐待防止対策事業（こ

どもの権利擁護啓発事業）」でございまして、令和４年度の児童福祉法等改正において、社会

的擁護に係る子どもの権利擁護の強化を図ることとされ、本市の取組として、児童一人一人に

学校を通じて、児童虐待を受けた場合や何か相談をしたい場合の電話番号が入った、ペンケー

スに入る定規の配付、ポスターの掲示及び隣組回覧などの啓発活動を積極的に行ってまいりま

した。 

これに加え、虐待を受けた本人からのＳＯＳを引き出すためには、子ども自身が自らの権利

を理解する必要があると捉え、「嫌なことは嫌と言っていいんだ」ということを子どもたちに

伝え、また、それを受け止める保育士への研修等を行う本事業を通して、子どもの権利を守り、

子どもの虐待を未然に防止していくことになるものとして、本事業を実施するものです。 

現在、公募型プロポーザル方式により委託事業者を選定中であり、事業者を選定しましたら、

公立の保育所・こども園で実施し、今後の効果検証も含めて、成果等も見ながら、方向性を検

討していきたいと考えております。 

続きまして、「通話音声分析・モニタリングシステム構築事業」でございます。 

近年、児童虐待に係る相談件数は増加しており、本市も例外ではありません。電話で受けた

内容は、後ほど、記録する作業が必要となり、その作業はケース対応の後となることから、場

合によっては時間外の作業となっています。 

また、メモ用紙で断片的に記載した物を記録する場合、どうしても主観が入りやすくなった

り、記憶があいまいなものになりがちです。さらには、メモを取ることに集中すると、重要な

内容を聞き逃すなど、課題感がありました。 

こうした課題に対応するため、電話での通話内容の自動的記録や通話内容から自動で参照す

べきマニュアルや情報を画面上に表示するナレッジ機能を搭載した「通話音声分析・モニタリ

ングシステム」の導入を図るものでございます。 

特徴としましては、電話対応中の音声をパソコン画面にリアルタイムに文字表示する、重点

ワードのアラート機能、例えば、「虐待」や「リストカット」など注意が必要な言葉が出ると

自動で検知し、ハイライト表示する機能がついている。また、通話内容の自動的記録、これは

要約機能がついており、対応記録の閲覧、視聴ができるものでございます。この機能により、

メモを取ることなく、相談者の話を聞くことができ、同時進行で管理職員が相談内容を把握す

ることで、相談員の不安や緊張を解消し、初期対応の迅速さや正確さを求めることができ、合

わせて、メモなど記録を取ることに注力することなく、電話対応に集中することで、相談者の

ニーズを捉えることができること、また、正確な記録作成及び記録時間の短縮が図られるなど

の効果が得られるものと考え、導入をしようとするものでございます。 

以上、簡単ですが、提出資料の説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、ただいまの説明に対する質疑を含め、全般についての質疑を許し

ます。質疑はありませんか。 

○兼本委員 

 今、説明をいただきました事業のうち、最初のこどもの権利擁護啓発事業について伺ってい

いですか。この分で、国連で採択された「子どもの権利条約」は全く関係ない形になるんです

か。その辺りはどのように考えたらよろしいんでしょうか。 

○こども家庭課長 
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 資料に載せております「こどもの権利について」ということが書かれております。そもそも、

この権利条約の下につくられた中で、児童憲章等がつくられてきたというふうに考えておりま

すので、同じものというふうに考えております。 

○兼本委員 

 では、その子どもの権利条約は、具体的に皆さんは御存じと思いますので、できれば、４つ

の柱というのがありますでしょう。４つの柱のうち、今回はどの部分について飯塚市はやって

いこうと思っているかということをもうちょっと簡潔にご説明いただければと思います。 

○こども家庭課長 

 子どもの権利条約の４つの柱ということで、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加す

る権利のことだというふうに考えておりますけども、当然ながら、全てに該当するものとは考

えておりますけども、特段言えば、守られる権利なのかなというふうに考えております。 

○兼本委員 

 先ほど、幼稚園等でイエス・ノーが言えるようなという形で言われていませんでしたっけ。

そう考えると、参加する権利とか、そういったところに該当するということじゃないのかなと

思うんですが、違うんですかね。 

○こども家庭課長 

 確かにそのとおりだと思っております。全てです。 

生きる権利も考えておりますので、全部、条約の内容に基づいたものであろうかというふう

には考えております。 

○兼本委員 

 それで、これをポンと事業を始めますという形ですけど、大人でどのぐらいの市民が知って

いますか、というのは分かりますか。というか、もともと分からないのに、ポンと事業を行っ

てもどうなのかなというふうに思ったりするんですが、逆に言うと、前提として、例えば、子

どもを守る権利の条例を作成した上で、こういった事業を行うというような形で持っていくと

いうような方向性とかというのはお考えにはならなかったんですか。 

○こども家庭課長 

 端的に申しますと、条例のことは考えておりませんでした。 

○兼本委員 

 例えば、この啓発事業で、保育士さんに対して、「こどもの権利とこどもの理解、暴力被害

や―――、研修を実施することで、こどもワークショップの効果を高める」と書いてあります

けども、これは全体的に見ると、市民参加じゃないんですか。保育士さんとかに特定して、こ

の事業自体はそうなのかもしれませんが、本来は市民参加の下、こういう事業が一つとしてあ

りますよということではないのかなと思うんですけれども、その辺りは違うんですかね。 

要は成功するのかどうかというところですよね。例えば、課長、子どもの権利条約で子ども

の権利に関して４つありますよというような形の中で、今、飯塚市の中でも、子どもの権利に

ついて、そんなに議論とかされていないじゃないですか。その中で、いきなりポンと入って、

成功するのかな、どうなのかなというふうに疑問に思ったんですけども、その辺りは、例えば、

もっと分かりやすく、今、こういう４つの柱がありますというのは、どれだけの方々が知って

いるのかとか、まず、そっちのほうが先なんじゃないのかなと思ったんですけども、そういう

周知というのは今後していかないということですか。 

○こども家庭課長 

 していかないではなくて、していかなくてはならないと思っておりますので、同時進行とい

うか、それは別のもので考えていきたいというふうに考えております。 

今回の部分につきましては、子どものＳＯＳの発信を、子どもたちが自らやっていくところ

を狙いとしておりますので、基本的に市民向けにつきましては、また別途、子どもの権利、ア
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ドボカシーとか、そういったところにつきましては別途で啓発をしていく必要があるというふ

うに考えております。 

○兼本委員 

 事業としては、私はいいと思っているんですよ。ただ、誰にするんですか、そうしたら。子

どもに教育するんですか。保育所、保育園、未就学の子どもたちに先生が教育する。誰が、ど

ういった教育をするのかというところがよく分からないんですけど。 

○こども家庭課長 

 先生ではなく、今回のプロポーザルで選定した事業者のほうが経験がおありですので、そち

らの方がロールプレイ等、トークタイム、もしくはそのワークショップを開きながら、子ども

たちに習得させるという方法を取りたいというふうに考えております。 

○兼本委員 

 だから、ロールプレイは誰に対してするのか。ワークショップは誰に対してするんですか。 

○こども家庭課長 

 子どもでございます。 

○兼本委員 

 子どもに対してします。親とかにする必要はないと。学校の先生たちにもする必要はないと

いうこと。そういうことなんですか。 

これは全部、子どものために一番何が必要なのか、子どものために一番にしていかなくては

いけないというのが大前提でしょう。子どもだけに、今、飯塚市としてはやっていけるという

判断なのかもしれませんけども、ほかの地域というのも、これはいきなりポンと、この事業を

先進地域はされてあったんですか。 

○こども未来部長 

 今回のプログラムにつきましては、先進地の視察として、私のほうが実際に昨年度に見てま

いりました。当然、子どもたちと一緒にロールプレイをしながら、声を上げるときに、こうい

うことに対して声を上げたらいいんだよとか、当然、３歳、４歳、５歳児ですので、その年齢

に合わせたところのケースで、人形劇等を加えながら、子どもたちに分かりやすく、専門の方

がやられておりました。 

当然、その地域もそういうような形でやられている。その声を聞くときに、やはり、これは

虐待だけではなくて、いじめだったり、そのほかの暴力、そういう嫌なことを嫌だということ

を子どもたちに学んでもらうという目的がございますので、例えば、やはり親にされているこ

とを親に言っても、そういったことがございますので、保育士は保育士でそういった子どもた

ちの様子だったり、声を聴くこと、それは保育士向けのワークショップを開いて、この子ども

たちにはこういうふうに声を聴いてもらったらいいんですよということを、またそこで教えて

いただく、子どもたちには子どもたちで、どういったときにこういうふうな声を上げたらいい

んだよということを小さいうちから学んでいただきたいということで、今回、公立のこども園、

保育所のみを対象にしていますので、質問委員がおっしゃるように、こういったことは広く市

民に知っていただく必要があるんじゃないかということにつきましては、子どもの権利は、当

然、今後も啓発を続けていきますし、虐待予防の講演会等も行ってまいりますし、そういった

いろいろな手法の中の一つとして、今回、新たな先進地視察をした上で、今回新たに今年度取

り組みますということで、今日は報告をさせていただいています。 

○兼本委員 

 ということは、今日は、虐待をもっと予防するために当事者からの声も聴きたいというのが

第一前提にありますということですよね。 

 先ほど、ワークショップ、子どもたちと言われたけど、今、保育士さんたちにということで、

やっぱりそこは理解してもらわないといけないからという形でとも思いますし、ぜひ、その事
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業の中で、保育園の皆さんに１回されましたよね、子どもの権利の講演会をされましたよね。

４年ぐらい前に、何かの虐待の講演会の中に子どもの権利という話も出てきたと思うんですが、

私はそれ以降、飯塚市のここの委員会の中でもそうですけど、子どもの権利ということに関し

ての議論って、なかなかないと思っていますし、やはり親以外の地域の人たちもはじめ、やっ

ぱり子どもたちが一番にということを考えていく上では、この子どもの権利というのは非常に

大切だと思います。 

ぜひ、市長、子どもの権利を守る条例、これは、福岡県にも自治体がいくつかつくってあり

ますでしょう。ぜひ、飯塚市も、あまり言いたくないですけども、１回、虐待の事案もありま

した。今、こども未来部でこのようないろいろな事業もされています。そういったものを含め

て、やっぱり市民にしっかり理解していただくというようなことも含めて、子どもの権利を守

る条例等も考えていただきたいと思っておりますので、もしよろしければ、市長、お考えがあ

ればお聞かせください。 

○武井市長 

 今、委員のほうからお話がありました、閉会中に扱っております虐待予防事業についてのこ

の案件に関わって、やっぱりその基盤に子どもの権利の問題というのは大きいものがあります

ので、担当課長、部長が申しましたように、私どもはいろいろな場面で子どもの人権擁護に関

する啓発をしっかり今後も努めてまいりたいと考えているところでございます。 

○兼本委員 

 ぜひこういう事業を含めて、いろいろ考えていただいて、本当に飯塚市の規則だよというこ

とで、条例ができるように頑張っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○川上委員 

 今日は８月６日で、７９年前に広島に原爆が投下され、多大な犠牲をこうむった日です。そ

れで、今日は学校は出校日ということで、平和授業もあると聞いておりました。今日は学校給

食はあるんでしょうか。 

○教育部長 

 本日、学校給食のほうはないということで聞いております。 

○川上委員 

 子どもの虐待を防止する上で、食を保障するというのは、保護者にとっても、子どもにとっ

ても重要なことです。このことについては、前回も別の委員が質問をしたところなんですけど。

令和５年３月末で、要対協登録世帯が１８２世帯、３６２人と報告がありました。これは現状、

どうなっていますか。 

○こども家庭課長 

 令和６年７月末現在の数字で申し訳ございませんけども、１７３世帯３４５人となっており

ます。 

○川上委員 

 この３４５人について、食はどのように保障されているか、確認できていますか。 

○こども家庭課長 

 食を中心にした内容については把握しておりません。 

○川上委員 

 生活保護のほうで、子どもさんのおられる世帯、子どもの人数は分かりますか。 

○生活支援課長補佐 

 子どもがいる世帯につきましては、ただいま資料を持ち合わせておりませんので、数を把握

しておりません。 
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○川上委員 

 被保護世帯の子どもの人数は分かるでしょう。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

 休憩 １４：１８ 

 再開 １４：１９ 

 委員会を再開いたします。 

○川上委員 

 子どもが虐待を受けたときに、ＳＯＳを発信するところは、子どもがどれぐらい分かってい

るかは分からないけれども、一応、ここに電話をしてくださいと。あるいは誰にでも助けを求

めていいんですよというのはありますよね。 

親に食事を与えられない。あるいは親が与えるだけの状況に現実的にないという場合に、お

なかがすきました、家に食べる物がありません、このＳＯＳはここに出してくださいというふ

うに、ルールはどうなっていますか。 

○こども家庭課長 

 全子どもに向けては、先ほど申しましたとおり、定規等を配付する中で、そちらのほうに相

談をしてくださいという形で周知しているところでございますけども、虐待を受けた、例えば、

要対協の子どもにつきましては、信頼できる大人、いわゆる学校の先生、もしくは保育園の先

生、もしくは市役所、市役所といっても、小さい子どもは市役所の電話番号等は覚えられない

と思いますので、信頼できる大人、つまりは自分の身近におる先生等に相談していいんだよと

いうことをお伝えしているところでございます。 

○川上委員 

 保護すべき者に、あるいは保護を受けるべき相手、つまり、通常は親だったり、おじいちゃ

んやおばあちゃんだったりすると思うんだけども、一緒に飢えていると、食べさせてあげたい

けど、家の中に食べ物がないという、これは虐待ですか。虐待じゃないんですか。 

○こども家庭課長 

 故意に食べさせない場合は虐待に当たろうかと思いますけども、食事がないという段階にお

きましては、それが判明した時点におきまして、子どもが食べていないという状況が分かりま

した時点で、児相と相談しながら、恐らく一時保護の対象になるというふうに考えております

ので。 

○川上委員 

 虐待ですよね。看護の責任があるわけですから。 

そうなってきますと、本市の子どもたち全員に我々は食を確保し、それによって虐待を許さ

ないということがいるんだけど、特に、要対協登録の７月末３４５人、被生活保護受給世帯の

子どもさんについては、特別に注意を払うべきだろうと思うんですね。 

その子どもたちに、おなかがすいた、食事をとりたい、食べたいというのを親に言う。親は

応えられない。この子どもたちに、言ってくるまで待とうということを、先ほど聞いているわ

けですよね。どこに言えばいいですかと。 

逆に、我々は虐待を防止する議論をしているわけですから、最も危険性の高いところに、大

丈夫かということで尋ねて行こうということになるわけですよね。乳幼児訪問事業とかもある

けど、夏休みになって、給食がない日が４０日続くわけですよね。その状況の下、百も分かっ

ているわけじゃないですか。出校日に給食とか、聞いたことがあまりない。出してもいいんで

すよ。最も危険が心配される子どもたちに、ご飯を食べているかというのを聞く取組があって

しかるべきと思うけど。 

数字は分かりましたか、生活保護のほうは。人数をお尋ねします。 
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○生活支援課長補佐 

 すみません、被保護世帯で子どものいる世帯につきましては３１１世帯、子どもの人数につ

きましては０歳から１８歳未満で６１２人となっております。 

○川上委員 

 それはいつの段階ですか。 

○生活支援課長補佐 

 本日付になります。 

○川上委員 

 生活保護受給世帯の場合は、ケースワーカーが丁寧に状況を把握しているはずなんだけど、

子どもが食事をとれているかどうかについて、特に状況を把握するようなことがありますか。 

○生活支援課長補佐 

 各世帯につきましては、訪問月が、１か月に１回、２か月に１回というふうに決まっていま

すので、訪問の際に生活状況等を確認しますので、その中でどういう状況で生活を行っている

かというのは確認をすることができます。 

○川上委員 

 世帯によるんでしょうけど、２か月に一遍とか、１か月に一遍、１か月間、食事が取れてい

なかったら、もう命を維持できないですね。 

生活保護世帯の場合は、基本、１日に当月の保護費をお渡しするわけですよね。そうすると

どういうことになるかというと、生活保護費はあまり変わらない状況の中で、２０１３年から

は何百億円も削られているんだけど、この物価高騰でしょう。物価高騰手当の加算というのは

聞いたことがない、私は。そうなってくると、月の１週間ぐらいは保護費が足りなくなるのは

計算上明らかだと思うんですよ。それで、夏休みですから、先ほどから何遍も言っているけど、

給食はないわけですね。そうすると、月の後半の１週間ぐらいは飢える状況が出てくる可能性

は高いですよね。そこのところの認識はどうでしょうか。 

○生活支援課長補佐 

 毎月支給される生活保護費につきましては、国が保障している最低限の生活が保障されてい

るものとなっておりますので、その中でやりくりをしまして、１か月間過ごされることと認識

しております。 

○川上委員 

 子どもが飢えて苦しんでいる状態というのは、当然、想定されるわけですね、その時期は。

それによって、家庭内で食事を与え切れないという、虐待だけではなくて、その他の虐待も食

事に関わることですから、心配されるわけです。 

生活保護受給世帯で子どもが食事をとれているかどうかについては、２か月に一遍か、１か

月に一遍くらいケースワーカーが尋ねるぐらいで大丈夫なんですか。 

○生活支援課長補佐 

 訪問月につきましては、先ほどご説明したように、各世帯で１か月、２か月、４か月に１回

というふうに決まっております。ただ、その中で訪問月には生活状況の把握は行っております

が、全てが把握されておりませんので、毎月、子どもが食べていない、翌月は食べていない、

訪問に行っていない月に食べていないというのは、そこまでは把握はできていない状況でござ

います。 

○川上委員 

 月初めからお金がもう足りないというところもやはりないことはないんですよね。そういう

意味では、食事は毎日とるんですから、とらないといけないんですから、朝、昼、晩。ですか

ら、ケースワーカーは市役所として子どもの状態を把握しているわけですから、その子どもた

ちが、大人もですけど、食事がきちんととれているかどうかについて、８０ケースぐらいある
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のかもしれませんけど、きちんと把握していくと。８０ケースというのは全年齢で、子どもの

いる世帯が３１１というわけですから、毎日電話をかけて、相手は迷惑かもしれないけど、子

どもの安全とか食の保障については把握してもいいぐらいではないかと思うんだけど、今日ま

でやれていないかもしれないけど、明日以降、少し体制をとって、できませんか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

 休憩 １４：３１ 

 再開 １４：３２ 

 委員会を再開いたします。 

○生活支援課長補佐 

 今までにつきましても、特に問題のある家庭につきましてはケースワーカーが把握しており

ますので、そういう家庭につきましては母子支援員とともに訪問を行って、さらに生活状況の

把握に努めております。特に母子支援員とも把握している中で、今後につきましても、なお一

層強化してまいりたいと思います。 

○川上委員 

 それで、そういう言葉なんですけど、飯塚市の場合は、コロナ禍で母子世帯に現金をお渡し

して応援するという措置をとった折に、ただし生活保護世帯については対象外とするとしまし

たね。共産党は、それはおかしいじゃないかということで、随分やったんだけど、そのことに

ついては、その後、クーポン券を同じようにお渡しするとかいうような措置を飯塚市はいつの

間にかやり始めましたけど、現金を渡すときに対象から外したときの措置の誤り、私はそう思

うけど、それについては、飯塚市は今どういう見解になっているんですかね。 

○委員長 

 川上委員、今、虐待の予防について話をしているんですけど、その趣旨というか、ちょっと

答えにくいのではないかと思いますけど。 

暫時休憩いたします。 

 休憩 １４：３４ 

 再開 １４：４８ 

 委員会を再開いたします。 

○川上委員 

 先ほど言ったんですけれども、もう一度言いましょう。コロナ禍のときに現金支給を母子家

庭にするという政策を出したんですね。そのときに飯塚市は、ただし生活保護受給者世帯は除

きますということを強引に押し切ったわけです。その後、クーポン券の発行については生活保

護世帯も対象にしたわけですね。しかし、この間に私は、コロナ禍の下での母子家庭世帯への

５万円支給について、生活保護所帯を外したことについて、飯塚市がどういう見解になったの

かについては確認していないので、今ここで確認しておきたいと思ったわけです。 

○生活支援課長補佐 

 当時につきましては、飯塚市独自の給付金につきましては、被保護世帯につきましては収入

認定すべきという判断で収入認定を行っております。その後につきましては、国からの通知等

により、収入認定については通知があっておりますので、その後の給付金等については収入認

定は行っていない状況でございます。 

○川上委員 

 今の答弁はそのときの政策判断がどうであったかについて認識を改めてはいないというふう

に聞こえるわけですね。 

実は６月議会での出来事だったんですけれども、５月の連休明けには国から通知が来ていて、

地方公共団体においてそういう措置をしたときは情報を提供するようにということしか言って
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いないわけですよ。それから時間がたったんだけど、このときのことについては、法律がどう

かとか、あるいは通知をどう評価するかということがあったにしても、より困難と思われる世

帯と子どもたちに対してそういう措置を取ったわけですから、食のことも含めて、本市の行為

によって、虐待が起こる危険性を後押ししてしまったんではないかというふうにも、私は心配

しているわけです。そこのところの反省もないままに、３１１世帯６１２人につき注意を払い

ますということであれば、そのときのことをよく自己検討して合わせていく必要があるんでは

ないかと思うんですね。 

 それで、今、現金の支給による収入認定のことを言いましたけれども、実はそのときにも言

ったんですけれども、収入があれば申告します。収入認定しなくてもよい額というのがあるわ

けでしょう。これ以下であれば収入認定しませんと。認定はゼロということになるんでしょう

けど。その額は幾らですか。 

○生活支援課長補佐 

 まず、収入についてご説明いたします。収入認定につきましては、生活保護第４条には、

「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低

限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」と、世帯の全ての収入の合計

が国の定める生活保護基準額と比べ不足する場合には、その不足額が保護費として支給される

ものです。保護費を算出する際に、世帯の収入のうち、活用し得る資産として認定することを

収入認定と呼んでおります。 

 その収入認定につきましては、世帯に収入の変動があった場合は、生活保護法第６１条によ

り届出が義務づけられていることから、先ほど言いました収入認定の基礎控除というのがあり

ますが、基礎控除以下につきましても申告していただくことになっております。金額につきま

しては、収入額によって変動しますが、基礎控除の最低が１万５千円となっております。 

○川上委員 

 １万円という額はいつから１万５千円ですか。 

○生活支援課長補佐 

 金額の１万５千円が、いつからというのは把握しておりません。 

○川上委員 

 いずれにしても、ある日突然、１万５千円という数字が出てきたわけではないと思うんです

ね。以前はもっと低かったかもしれません。 

しかし、基礎控除額というのはあったわけですよね。それから言えば、生活保護を受けてい

る母子世帯を応援したいということであれば、応援すればよかったし。それから、応援しても

収入認定してしまうからというふうにあのとき言っていたけど、私は言ったじゃないですか。

分割して応援すれば、収入認定しなくても済むんじゃないですかと。いやいやですって言いま

したよね。そういう反省も要ると思うんですよ。 

今、基礎控除が１万５千円と言われましたね。１万５千円までの収入は申告をするけれども、

認定はゼロというふうになるわけですね。 

現物支給の場合はどうなりますか。 

○生活支援課長補佐 

 現物支給としまして、一般的に主食、野菜等があります。これにつきましては、仕送り、贈

与等による収入となりますので、収入認定のほうにつきましては仕送りや贈与等で受けた量を

金銭に換算した額を認定することとなっております。 

○川上委員 

 本市においてどういう実績がありますか。 

○生活支援課長補佐 

 把握している限りではありません。 
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○川上委員 

 子ども食堂がありますよね。子どもの居場所という点でも大事な役割を果たしておると思い

ますし、同時に、食を保障するという意味合いもあると思うんですね。子どもに食事を取って

もらって、そして、家に帰って食べてねと渡す。これらについては現物支給ということになり

ますけど、認定するようになっているんですか。 

○生活支援課長補佐 

 今、ご質問がありました子ども食堂におきましては、無償で提供される食事等については、

その取組の趣旨に鑑み、原則、収入認定しないものとしております。 

○川上委員 

 市役所として、あるいは国の事業だけど、生活保護所帯であっても子ども食堂における食事

だとか、家に帰って食べてという物については、お金に換算して収入認定などしないという

ルールになっているわけですね。 

○生活支援課長補佐 

 今、おっしゃられた子ども食堂から提供された食料ということにつきましても、原則として、

認定しなくて差し支えないことになっております。 

○川上委員 

 認定しなくて差し支えないということを確認したいけど、福祉部長、確認できますか。 

○福祉部長 

 ただいま、るる課長補佐のほうが説明しておりますけども、これにつきましては認定をしな

いということで、今後も進めたいというふうに考えています。 

○川上委員 

 確認したいと思います。 

この件については、事業を行っていただいているところにも心配があるところがあって、ど

うなんだろうと思うところがあって、むしろ、市役所は生活保護を受給している人には食糧提

供、食事の提供をやめてくれと言っているんではないかというふうに、誤解というか、思い込

んでいるところもあるので、これについては関係のところには、関係のところというのは、事

業されているところと、それから生活保護を受けているところにも、双方によく周知しておく

必要があるというふうに思います。 

 そこで、それだけでは夏休み中の食の保障ってなかなか難しいと思うんですけど、ぎりぎり

の段階で食事が必要というときにどこに行けばいいですか。市役所に来れば、カップ麺とか、

そういう物を提供いただけるんですか。 

○生活支援課長補佐 

 被保護世帯につきましては、常用ではありませんが、緊急的に食糧支援がある場合について

は、フードバンクから提供いただいた食料を少しですけど備蓄していますので、その中から提

供することは可能です。 

○川上委員 

 フードバンクから頂いたっていうのもあるでしょうけど、市役所として整備をするというよ

うなことはないですか。 

○生活支援課長補佐 

 今のところは提供していただいた食料でするようになっておりますので、特にすることは考

えておりません。 

○川上委員 

 それで不足する状態になったときは手を考えないといけないと思いますけど。教育長、それ

から市長、お願いしたいのは、全ての子どもということももちろんあります。しかし、とりわ

け難しい局面に立たされると思われる子どもさんたち、３４５人、６１２人につき、この夏休
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みの間、やっぱり命を守ると、心を守るという視点からも、せめて給食が始まるまでは、全員

の安全確認、食事の確認をやる必要があるのではないかなというふうに思います。見解を伺い

ます。 

○福祉部長 

 今、夏休みの食事の件ということで質疑がされております。私自身の考え方を述べさせてい

ただきますと、ＳＮＳとかユーチューブとかにも頻繁に、夏休みにおなかをすかせていますと

いうような様々な情報がほぼ毎日飛び込んで来ている状況です。それで、今、申し上げました

ように、フードバンクとかそういった提供していただいた物ということになっておりますけれ

ども、現在のところ、そこにどういうふうに対応するかということについて、危機感を私も十

分持っているつもりです。保護所帯に限って申し上げますと、先ほども答弁しましたけれど、

結局、そこの家庭環境ですとか、そこら辺についてはケースワーカーが常に情報は把握してお

るところでございまして、今すぐにどうかということはあれですけど、そういう手法もいろい

ろと研究しながら、取り組んでいく必要があるというふうには認識をしておるところでござい

ます。 

○川上委員 

 子どもが食に困っている世帯については、市役所に相談してくださいと。生活保護所帯だけ

じゃないですよ。窓口は生活保護かもしれないけど、フードバンクの物を含めて、緊急対応し

てもらえるからというふうに市民に言っていいですか。 

○こども未来部長 

 食につきましては大変重要な問題でございますけれども、先ほど、要対協の子どもたち、全

てが食に不安があるご家庭では当然ありませんので、こども家庭課では、それぞれのケースに

合わせて、支援対象児童見守り強化事業、こういった形で委託業者が週に１回、ご家庭に回っ

たり、民生委員の方がご家庭に行って子どもの様子を見て、食事等で月２千円ぐらいの物を持

って行けるような事業もやっております。今、質問委員がおっしゃるように、本当に食事がな

く、お金がなくて食べる物がないというような形で、子どもさんがいらっしゃるご家庭でこど

も家庭課のほうに相談があった場合には、一緒にこども家庭課の職員が生活支援課のほうに付

き添って話を一緒にしていただくとか、当然、そういった形で既に対応も、現在もやっており

ますけれども、今後、そういったことが市民の方々の不安を取り除くために必要であれば、そ

ういった啓発も、今後、必要ではないかというふうには考えております。 

○川上委員 

 今、答弁があったように私のほうからも市民には伝えていきたいし、皆さんのほうから答弁

があったように言っていただくように、学校を通じてでも必要じゃないかと。今日が５日だっ

たらよかったですね。お願いしたいと思います。 

 高齢者の虐待の問題については、状況のまとめは何を見ればいいですか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

 休憩 １５：０７ 

 再開 １５：１０ 

 委員会を再開いたします。 

○高齢者支援課長 

 実際に、虐待の件数というのはホームページ等では公表はいたしておりません。ただ、当然、

内部としましては疑いの通報件数とか虐待認定の件数というのは把握しております。実際に、

ホームページ上で、例えば、令和５年度にこういった虐待がありましたという件数とかの報告

は公表しておりません。 

○川上委員 
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 そのまとめというか、集約はどういう頻度というか、日々数字を更新していっているのか、

週間なのか、月間なのか、どういうふうになっているんですか。 

○高齢者支援課長 

 当然、虐待の通報件数とかにつきましては、日々といいますか、月ごとで集計はしておりま

せんけど、最終的には年度ごとでの集計をしております。 

○川上委員 

 福岡県などにはどういう報告をするような仕組みになっていますか。 

○高齢者支援課長 

 年度ごとの件数の報告については、どういった形で県のほうに報告しているか、今、即答は

いたしかねるかと思います。 

○川上委員 

 高齢者虐待防止については、高齢社会対策とか、そうした中で位置づけられているんじゃな

いかと思うんだけど、太い柱のものとしては何があるんですか。 

○高齢者支援課長 

 主としまして高齢者虐待防止法を基に、まずは初動とか動く形をとっております。 

○川上委員 

 それに基づく計画があるわけでしょう、飯塚市に。どういうことになっていますか。 

○高齢者支援課長 

 マニュアルはつくっております。高齢者虐待防止に伴います虐待に関する初動の計画等につ

いては策定いたしておりません。 

○川上委員 

 次回、資料もそろえてもらって、集中的なやり取りをしたいと思います。 

 次は、障がい者についてなんですけれども、虐待防止に関してどういうまとめがあるか、お

尋ねします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 まとめとしては、これは、定期的に年に１回とか取っているわけではなく、随時出てきてい

るものは集計しておりますが、報告等は特に行っておりません。ただ、最終的に調査を行いま

して、結果は県のほうに報告しております。 

○川上委員 

 今のお話だけだと、虐待が起こりました。状況を把握しました。個別対応もしているんでし

ょうけど、抑制プランというのは、あるいは防止プランというのはどうなっているんですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 防止プランというのは具体的にはございません。 

○川上委員 

 それをつくるようになっているんじゃないんですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 法律上も計画については何も言及されておりません。 

○川上委員 

 飯塚市としてつくるようになっていないんですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 特にこれはつくるようにはなっておりません。 

○川上委員 

 こちらについても、次回、状況を出してもらって、集中的にやり取りしたいと思います。 

 児童に戻りますけれども、前回、こども家庭相談のほうで、体制はどうなっていますかとい

うのを聞いたんですけれども、まだ職員が配置しきれていないというところがあったと思いま
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すけど、その後、どうですか。 

○こども家庭課長 

 現在もまだ募集中でございまして、応募があっていないところでございます。 

○川上委員 

 念のために、どういう職務の方を、何人、どのように募集しているのか、伺います。 

○こども家庭課長 

 職種としましては、保健師、もしくは社会福祉士等の資格を持つ職員を募集しているところ

でございます。１人でございます。 

○川上委員 

 専門員が４人、支援員が２人の６人配置と。それを２つのグループに分けて、社会福祉士な

どの方を責任者として配置しようとして、一方は配置できているけれども、一方は配置できて

いないという意味ですか。 

○こども家庭課長 

 １人の保健師が足りていないというところでございます。 

○川上委員 

 保健師の見通しはどうですか。 

○こども家庭課長 

 通常ならば、電話等で、例えば、どんな職種ですかとかいう話を聞いてくるところもありま

すけども、今のところ全くないので、恐らく見通しはあまりないのかなというふうには考えて

おります。 

○川上委員 

 ３人、３人の６人と考えれば、１人当たり３０世帯の６０人ということになるんですけれど

も、片方の３人チームのほうに保健師がいないということから来る弊害はどうですか。 

○こども家庭課長 

 先ほどの班の３人とは別の保健師でございまして、サポートプランというものを作成する保

健師となっておりまして、今、１人の保健師が全部を抱えているという状況でございます。 

○川上委員 

 そうなんですね。そうすると、１人でケースとしては何件ぐらい担当しているんですか。で

きているんですか。 

○こども家庭課長 

 サポートプランの今の対象としているのが要保護児童のほうになりますので、先ほど人数を

申し上げました、１７３世帯３４５人のうちの１３３世帯２７１名というふうになっておりま

す。 

○川上委員 

 前回、サポートプランの作成メンバーを２人プラスさせようとして、３７人にするつもりだ

ったけど、３６人ですという答弁があっているんだけど、あと１名は保健師さんということで

すか。 

○こども家庭課長 

 そのとおりです。 

○川上委員 

 これは深刻じゃないんですか。どうするんですか。 

○こども家庭課長 

 サポートプランのために雇うということになっておりますけど、あらゆるものをしてもらっ

ておりますが、先ほども申しました社会福祉士もいらっしゃるし、今、課長補佐のほうが統括

支援員というふうになっておりますので、そういった形でみんなでカバーしながらやっている



４２ 

というところでございます。 

○川上委員 

 どうやったら確保できるんですか。お金の問題ですか。 

○こども家庭課長 

 確かに会計年度任用職員となっておりますので、そこの部分において、条件が折り合わない

というところもあるのかなというふうには考えております。 

○川上委員 

 正規採用にすれば、応募者は増えますか。 

○こども家庭課長 

 例年の今ごろは、保健師の雇用も新規採用職員で試験を行っているところでございますけど

も、応募状況は少なくなっているということは聞いてございます。 

○川上委員 

 いずれにしても、正規採用で、そちらのほうとも組み合わせる形で工夫したらどうかなとい

うふうに思いますけど。 

 それから保育所なんですけども、６月議会で、重要事項について、公立の場合は、虐待を防

止する関係の項目があるけど、民間保育所の場合、その重要事項にそれが入っているかどうか

把握していないということでした。どうなっていますか。 

○保育課長 

 ６月２１日開催の福祉文教委員会のときに、委員のほうから確認するように指摘を受けまし

て、その後、７月中に私立の各保育施設の重要事項説明書の記載内容の確認を行っております。 

 その結果、虐待防止のための措置について記載をしている施設が、私立で３１園中１１園で

ございました。また、虐待防止以外の重要項目につきましてもチェックを行っております。 

 今後は、記載内容について、各施設に通知を行い、重要項目について重要事項説明書に記載

するように依頼をしていきます。 

○川上委員 

 ３１園のうち、虐待防止に関する項目があるのは１１園、２０園についてはないと。これか

ら行おうとしている指導というのはどういう中身なんですか。 

○保育課長 

 今のこの虐待防止に関する措置についての記載等をこの重要事項説明書のほうに記載してい

ただくように依頼をしていくように、今、準備はしているところでございます。 

○川上委員 

 重要事項というのは、大体年に１度つくるわけでしょう。記載のない２０園についてはいつ

つくるんですか。改善するんですか。 

○保育課長 

 もう通知を今から早急に流しまして、早期に記載をしていただくように依頼をしていきたい

と考えております。 

○川上委員 

 そうしたら、ホームページ上であれば、適切な内容にならないといけないので、そうですか

というわけにはいかないと思いますけど、適切な内容になった場合、ホームページ上だとしや

すいと思うけど、紙の場合はどうするんですか。修正版を配る、置くということになるんです

か。 

○保育課長 

 そこら辺は、私立の保育施設とちょっとお話をさせていただきたいと思っておりますが、

６月議会でのホームページに掲示するようにということで、条例改正も行っておりますので、

まずはホームページに新しくしたものを掲載していただくようにお願いしたいと思っておりま
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す。 

○川上委員 

 情報の共有・連携の件ですけれども、市長部局のほうは教育委員会とは今年度に入って改善

をしたことが特にありますか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

 休憩 １５：２６ 

 再開 １５：２７ 

 委員会を再開いたします。 

○こども家庭課長 

 改善と申しますか、変わりなく情報共有をしているところでございます。 

○川上委員 

 市長部局が教育委員会、学校現場を見る目としては、いろいろな視点で見る必要があります

けども、校長が認めた場合は、学校は子どもに対して懲戒権を持つという特別なところだとい

うことを念頭に入れておく必要があると思うわけですね。 

つまり、学校の先生がむやみやたらに暴行するみたいな人は誰もいないと思います。けれど

も、校長や教頭の指揮の下、承知の下では、子どもに懲戒を与えていいということになってい

るわけですよね。しかも、それは改めようとしていないわけですよ。だから、民法においては、

体罰は法的にも駄目ですよと明確にしたけど、学校現場は、今言ったような状況の下では、懲

戒、体罰と言っていいと思うけど、許されるように法的になっているわけですよね。そこと連

携を取るという位置関係ですよっていうのを、市長部局のほうは把握しておいたほうがいいと

思うんですよ。 

 今度は、教育委員会のほうが主体で市長部局のほうと何か特に改善をしようとかいうような

ことがありますか。 

○教育部長 

 教育委員会のほうにおきましては、人権担当が市長部局のほうと連携を密にしながら、当然、

学校のほうから、これは家庭のほうで受けた傷じゃないのかとか、そういった報告が上がった

場合は、迅速にこども家庭課のほうと連携を取りながら対応を行っているところでございます。 

ご質問の今年に入って何かこういうことをしたのかということにつきましては、特段こうい

うことというのはございませんけれども、そこら辺については常に注意深く、迅速な対応を心

がけているところでございます。 

○川上委員 

 校長ないし教頭の皆さんに、この懲戒権の問題について、濫用はしたら、当然、いけないと

いうことになっていますけど、これはいいですよ、これは悪いですよ、みたいなことをやった

ことが最近あるんですか。 

○教育部長 

 児童生徒向けについてでございますけれども、児童生徒向けのリーフレットについては、虐

待がどのようなものか具体的に示すとともに、虐待を受けたときの相談先として「１８９（い

ちはやく）」、それから田川児童相談所、飯塚市家庭児童相談室、こういった直通電話のほう

を掲載しているということです。 

ご質問の学校の先生、校長先生などに対してですけれども、通知としては、直近で出した部

分というのは、生徒に対するＳＮＳあたりのつながりといった部分の注意喚起とかいう部分に

ついてはしておりますけれども、虐待関係については、学校教育法の第１１条に規定する部分

の懲戒権のことだと思いますけれども、特段、こちらについて今年度に通知を出しているとこ

ろではございません。 
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○川上委員 

 いろいろな事情で子どもがプールに入れませんというときに、教師でなければ言えないせり

ふがありますよね。それを使って、プールに入ることを強制しようとする行為は、これは何に

なるんですか。虐待に当たるのか。それか学校教育法第１１条の懲戒に当たるのか。何に当た

るんでしょうか。 

○教育部長 

 ご質問の部分につきましては、プールに入れない状況であったにもかかわらず、教師が使う

言葉で、虐待に当たる言葉を使って生徒に圧力をかける。それは虐待に当たるのか、体罰に当

たるのかということでございますけれども、状況状況によって、具体的な文言によっては、不

適切な指導、もしくは行き過ぎた指導、または虐待、または言葉による体罰、言葉による虐待、

そういった部分になろうかと思いますので、一概にという部分では、今の内容では計りかねる

部分であります。 

○川上委員 

 議会で、計りかねますとか答弁があるんだけど、当事者はどうなんでしょうかね。 

学校教育法第１１条、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定め

るところにより、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはでき

ない。」と、懲戒と体罰は違うんですね、法律では。ただ、監督庁、文部科学省の定めるとこ

ろによりというのがあるわけですね。どういうふうに定まっているんですかね。 

○教育部長 

 体罰と言われるものが、今、ご質問の内容が文科省のほうのホームページにございます。ま

ず、体罰というのは身体に対する侵害を内容とするものとして列記されております。また、被

罰者に肉体的苦痛を与えるようなもの。 

そして、認められる懲戒（通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為）、そして

列記されているものが、放課後等に教室に残留させる。授業中、教室内に起立させる。学習課

題や清掃活動を課すなどが列記はされているところではございますけれども、それも多分、長

時間行わせるとか、そういうことによっては、体罰の範疇に入る部分も出てくるかと思います

けれども、文科省のほうで、こういう形でホームページのほうに掲載されております。 

○川上委員 

 懲戒をする側が懲戒が必要かどうか、認められるかどうか、懲戒する側が決めるわけですよ。

される側が、児童生徒のほうが決めるわけじゃないんですよ。これは懲戒であって体罰ではな

いと、体力的にも、権限的にも持っているほうが決めてしまうことになっているわけですね。 

今、紹介がありました文部科学大臣の定めるところによりも、歯止めにはならない、現実的

には。だから、私はこの第１１条については駄目だということを国にも言う必要があるし、そ

れから、校長先生とか、教頭先生とか、教員とか、研修において明らかにしておく必要がある

んじゃないかということを、せんだってからずっと言っているんだけど、教育長はこの件につ

いて、にわかに同意されないんですよね。第１１条について、濫用を許されませんよというこ

とについて、徹底することについて、この間、そうですよねっていう答弁はなかったんだけど、

第１１条については、体罰と懲戒について区別するところはなく、しかも、その区別をしよう

とすると、懲戒を与えようとする側が判断するということになるわけですから、教育上必要が

あると認めたときは懲戒行為をしてよろしいということになるわけですね。これはよくないと

いうことを明らかにしておく必要があるんじゃないかと思うんですよ。教育長、どうですか。 

○教育部長 

 この件につきましては、懲戒の部分にただし書で、「ただし肉体的苦痛を伴わないものに限

る」というものがありますので、その部分では、懲戒と体罰というのは一定の線が引かれてい

るというふうに認識しているところです。 
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各学校に対しては、当然、体罰はあってはならないものということで、通知のほうをいつ出

したのか出していないのかというのは、手元に資料もございませんので、はっきり申し上げる

ことはできませんけれども、各学校に体罰については行ってはならないものということで認識

を統一しているものでございます。 

○川上委員 

 その先生も、私は一生懸命だった面はあると思うけど、入れない、入らないという子に、そ

ういうことで入ることを強要したわけでしょう。入って溺れたらどうするんですか。入って体

調が悪くなったらどうなるんですか。命がけの懲戒ではないかと思うわけですよね。それは、

校長及び教員は、教育上必要があると認めるときにはなるんですかね。なるわけないじゃない

ですか。だから、第１１条につき、教育委員会として、文部科学省などにもきちんと物を言う

機会が要ると思うけど、現実に子どもが犠牲になるようなことがあってはならないので、しか

るべく機会をつくって、教育長が話をするということが必要だと思うわけです。どう思われま

すか。 

○桑原教育長 

 第１１条については昨年度から答弁した内容でございますけど、懲戒は、私が思うというか、

校長等に校長会等で指導する場合に話をするのは、虐待に該当する行為とか言動についてはも

ちろん注意喚起はしているんですけど、例えば、口頭で先ほどのような、うちの事案ではない

と思うんですけれど、教師が児童生徒をプールに入るようなことを強要するような発言をした

場合とか、そういった場合でも、場合によってはもちろん、先ほどお話があった心理的な虐待

に当たるようなこともあるんじゃないかなというふうに考えます。ただ、宿題を忘れたとか、

友達に悪口を言ったとか、そういった場合には、もちろん口頭での指導等はあると思います。

ただ、その場合でも、児童生徒の性格であったりとか、個人的な状況であったりとか、そうい

ったことを考慮しながら、子どもたちに指導する。ただ、そこで、漢字の練習を意味なく

１００回書かせるとか、残って掃除の指導を与えて、罰を与えるとか、そういったものは懲戒

には当たらないんじゃないかなというふうに私は考えておりますので、その辺りは校長会等の

教育長の話の中で指導はしていきたいというふうに考えております。今までもそれはしており

ましたので、続けてまいりたいと思います。 

○川上委員 

 やっぱり教育長が今のような答弁を繰り返しておると、懲戒の名によって、虐待は学校現場

ではなくならないと思います。漢字の書き取りが１００字書きなさいであれば、懲戒ですと、

１千字書きなさいと言ったら、これは虐待ですか。そこは懲戒を与える側が自分で判断して、

これは懲戒ではない、虐待ではない、文部科学省が許した懲戒の範囲だと自分が決めるわけで

すよ。そして、そうではなかったというのは、そういう問題が起きた後に分かるわけじゃない

ですか。行き過ぎた懲戒でしたとか、そのとき子どもは傷ついている状態で分かるわけじゃな

いですか。 

だから、力を持っている側が、これは懲戒であるとかないとか言って、手加減をするかせん

かは自分の考え一つだみたいな状況を学校現場に残しておいていいのかと。子ども同士で、こ

れは懲戒ですよね、虐待ですよねと、同じ立場で話しているわけじゃないじゃないですか。だ

から、私に言わせたら、闇なんですけど、闇を残しているところとの連携をどう取っていくの

かという問題もあると思います。 

 これは、引き続き、議論をしていきたいと思いますけど、終わります。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

 本件につきましては、引き続き調査をしていくということで、本日はこの程度にとどめたい
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と思います。 

暫時休憩いたします。 

 休憩 １５：４４ 

 再開 １５：５４ 

 委員会を再開いたします。 

 お諮りいたします。案件に記載のとおり、執行部から３件について、報告したい旨の申出が

あっております。報告を受けることにご異議ありませんか。 

 （ 異議なし ） 

 ご異議なしと認めます。よって、報告を受けることに決定いたしました。 

 「飯塚市立病院小児科の休日・夜間診療の受付時間変更及び臨時休診について」報告を求め

ます。 

○健幸保健課長 

 「飯塚市立病院小児科の休日・夜間診療の受付時間変更及び臨時休診について」説明いたし

ます。 

 １つ目の資料をお願いいたします。受付時間変更の資料となります。令和６年４月１日より

飯塚市立病院で実施しております小児科休日・夜間診療の受付時間を、これまで土日祝日及び

１２月３０日は１５時３０分から２２時までの６時間３０分としておりました。６時間を超え

る勤務を要する場合は、労働基準法第３４条の規定に基づき、４５分間の休憩を勤務する者に

取っていただく必要がありますが、患者数が多い場合、なかなか休憩が取れない状況が生じて

おります。つきましては、医師等の休憩時間確保のため、土日祝日及び１２月３０日の受付時

間を２部構成に変更し、第１部を１５時３０分から１８時３０分まで、第２部を１９時から

２２時までとし、第１部と第２部の間に３０分間の受付休止時間を設けることで、従事者の休

憩時間の確保に努めるものでございます。 

 なお、受付時間の変更につきましては、令和６年９月１日から適用することと予定しており

まして、子どもの保護者に対しまして周知・啓発に努めてまいります。 

 続きまして、臨時休診について説明いたします。２つ目の資料をお願いいたします。昨年度

から飯塚市立病院では既存システムの耐用年数の経過に伴い、電子カルテシステムの更新作業

を行っております。９月１日からの本稼働に向け、新システムへの切替え作業が必要となりま

すので、８月３１日、１６時から、翌９月１日、９時まで外来診療を休診することとなりまし

た。これに伴いまして、８月３１日の小児科休日・夜間診療につきましても臨時休診すること

となりました。 

 休診の対応としましては、市立病院内にお知らせのチラシを掲示し、病院、飯塚市ホーム

ページへの掲載、小中学校及び幼稚園等の保護者の皆様へ通知をすることで周知・啓発に努め

てまいります。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 最初に説明があった件ですけど、市立病院、小児科休日・夜間診療の関係で、土日祝日につ

き１５時３０分から１８時３０分、１９時から２２時までの２部構成にするということなんで

すけど、これは労働組合とはどういう協議をしているんでしょうか。 

○健幸保健課長 

 市立病院小児科の休日・夜間診療につきましては、医師、それから薬剤師につきましては、

医師会や大学病院、それから薬剤師会からの派遣ということで、個別の契約でしておりまして、

看護師等のスタッフに関しましては、市立病院のいわゆる正規職員ということになるんですけ
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れども、そことの協議はされておりますが、労働組合と市立病院等で協議したことに関しては

把握しておりません。 

○川上委員 

 管理運営協議会は、明日の夜にあるんですか。 

○健幸保健課長 

 飯塚市立病院管理運営協議会は、明日、開催されると聞いております。 

○川上委員 

 所管があれなんですけど、明日、そこでこのことが報告・審議されるかどうかは分からない

ですか。 

○健幸保健課長 

 健幸保健課のほうでは分かりません。 

○川上委員 

 それから、市立病院小児科休日・夜間診療臨時休診のお知らせなんですけども、理由は電子

カルテシステム更新のためとなっています。どういうふうに更新するんですか。 

○健幸保健課長 

 システム自体はＬＡＮ回線でつながっておりますので、それの切替え作業ということで伺っ

ております。 

○川上委員 

 ここに問診内容、検査結果、処方薬、会計などと書いていますけど、更新するポイントがど

ういった点かは分かりますか。 

○健幸保健課長 

 資料の２番目のほうに電子カルテシステムとはということで、委員が今ご発言のとおりの内

容が書かれておりまして、我々としましてもこういった診療情報を一元管理しているシステム

ということまでしか把握しておりません。 

○川上委員 

 今度、把握して教えてください。 

○委員長 

 川上委員、要望ということでよろしいですか。 

 暫時休憩いたします。 

 休憩 １６：０２ 

 再開 １６：０３ 

 委員会を再開いたします。 

○健幸保健課長 

 電子カルテシステムに関しましては、企業局のほうで導入を進めておりますので、企業局の

ほうに伺いまして、お示ししたいと思います。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 

 質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

 次に、「飯塚市文化施設活用検討委員会からの答申について」、報告を求めます。 

○文化課長 

 「飯塚市文化施設活用検討委員会からの答申の提出について」報告します。 

令和６年７月２４日に、飯塚市文化施設活用検討委員会から「嘉穂劇場施設改修・管理運営

計画の策定について」、教育委員会宛てに答申書が提出されましたので報告するものです。 

 当該委員会は、令和５年７月１４日に第１回の委員会を開催して以降、令和６年６月１２日
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まで６回にわたる協議を経て、答申書をとりまとめられております。なお、委員会に対する教

育委員会の諮問内容は資料②として添付しており、委員構成は答申書の５１ページに、委員会

の審議経緯は４６ページに掲載しております。 

 答申書表紙の次ページの目次を御覧ください。第１章から第５章に分け、嘉穂劇場の施設改

修・管理運営に係る計画案がまとめられております。第１章では、嘉穂劇場の現状および課題

が整理されております。 

 答申書２２ページ、第２章をご覧ください。囲みにありますように「古き芝居小屋が放つ空

気感に 新しい出会いが重なり 嘉穂劇場は色あせることのない賑わいの劇場に」を基本理念

として、次の「（１）劇場機能」、「（２）観光施設機能」、「（３）文化財機能」、「（４）

にぎわい創出機能」の４つの機能を方針として、本計画案が作成されております。 

 第３章ではハード面について、第４章ではソフト面についての計画案が提案されております。 

 これらを踏まえ、第５章にて２０３１（令和１３）年度の再開見込というスケジュールが示

されております。 

この提出されました答申書を踏まえ、教育委員会として再開に向け、本計画の策定を進めて

まいります。 

以上、簡単ではありますが、報告を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○兼本委員 

 今、再開に向けてということでしたので、再開するという方向でいくということでよろしい

ですか。 

○文化課長 

 この嘉穂劇場を今回、検討委員会のほうに諮問いたしました。それについても、基本は再開

に向けてどのように整備を進めていくかというのが諮問の内容でございます。ですので、教育

委員会といたしましては、再開をするということを念頭に計画を立てていくということで考え

ております。 

○兼本委員 

 今、その想定される事業スケジュールというのがございましたが、なおかつ、再開をすると

いうことが大前提でということでしたので、先ほど説明がありました部分で、施設改修のコン

セプトというのはございましたでしょう。このコンセプトに関しては、市としてはこのとおり

考えを行っていくということなんですか。 

○文化課長 

 今回、この答申の中で施設改修の基本理念、それと改修に向けてのコンセプトというのが今

回の答申でなされております。私どもといたしましては、検討委員会の中で審議をされて、今

回、答申がなされておりますので、十分にこの答申書を尊重した形で、今後、整備内容につい

て教育委員会、市のほうで検討をしていく予定でございます。 

○兼本委員 

 ２４ページの施設改修計画の中で、２．施設改修の基本的な考え方ということで、文化財と

しての価値の保存であったりとか、公共施設としての安全性と利便性の向上であったり、劣

化・老朽化への対応等々ございますが、前に報告があったときに、建築基準法に違反していた

りとか、云々ございましたよね。恐らく費用的に案外かかってくるんじゃないかということを

想定しておりますが、市の見解としてはどういう見解ですか。 

○文化課長 

 これまで報告した内容の中でも、嘉穂劇場の建築基準法との適合性といいますか、そことの

乖離というか、それをどういうふうに、今後再開に向けて是正していくか。そして、かつ、今、
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委員のほうで話がありました老朽化であったりとか、公共施設としてのバリアフリーの問題、

こういった問題を解決するためには相当の費用がかかるということは考えております。ただ、

まだその分については試算がなされておりませんので、その試算の内容を踏まえて、今後の整

備計画の策定と結びつけた形で進めていきたいというふうに考えております。 

○兼本委員 

 文化財として保存するという形になってくると、やっぱりそれなりの費用がかかってきます。

このコンセプトの中にもありますように、やっぱり機能性をアップデートした持続可能な劇場

という形で考えていかないと多分いけないのかなというふうに、この答申の中を読ませていた

だくと思うんですけども、そうなった場合に、アップデートした持続可能な劇場が、実際に飯

塚市でできますか。それだけのものが、回収できるものが飯塚市ができるのか。まず計画する

前にそういうところを考えられたらどうですか。できないんであれば、文化財としては飯塚市

が保存していかなくちゃいけない。それ以外に関しては、極端に言うと、飯塚市ではなくてそ

れなりのプロにお任せするとか、そういうところとか、どういうふうに事業を進めていくのか

というのを考えていかないと、税金は使ったけど、人も来ないとか、そういう状況じゃ駄目で

しょうし、まちのにぎわいをどうやって積み立てていくかとかいったことになってくると、僕

は果たして、大変申し訳ないんですけど、飯塚市が考えるだけで大丈夫なのかなというふうに

は思っております。 

 最初は、片峯市長は二、三億円ぐらいでというお話でしたからあれだったんだけど、今、実

際にどんどん進んでいくことになると、お金がどんどん重なっている状況で考えると、存続さ

せるためにはどうするのかということを、まず最初に方向性を行政として出していただいたほ

うがいいのではないかなと思います。それで、それを進めていくというような形にされないと

厳しいんじゃないのかなというふうに思っておりますが、今後の検討というところではしっか

りと考えていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○文化課長 

 今、委員がご指摘の、まず、イニシャルコストの問題、そのあと、できた後のランニングコ

ストの問題、それぞれ課題が多くあるということは承知いたしております。そういう課題がど

ういう形で解決できるかということも踏まえて、今後、検討して、進めてまいりたいと思って

おります。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○永末委員 

 資料を読ませていただきまして、２０ページのほうに答申案として、望ましい部分がこうい

ったものですというふうな書き方をしてあるんですけど、２０ページの中段ぐらいに、「いず

れも、保存建築物として指定（登録）したのち、建築審査会の同意を得て建築基準法の適用除

外を受けることになります。」というふうな記載があるんですけど、これは、古い建物だし、

文化財的な部分があるので、今の建築基準法にはのっとっておりませんけどというふうなこと

かと思うんですけど、これはどういう状況なんですか。建築基準法には適用されないけど、建

築審査会の同意を得ることで、法には適用していないけど、オーケーになりますというふうな、

その辺りの説明を加えていただけますか。 

○文化課長 

 この答申書の中の１６ページに、今の嘉穂劇場の問題点というのを整理しております。これ

までも説明があったかと思いますが、劇場本体部分と、隣にあります住宅棟、これについては

建築基準法ができる前にできた建物です。それ以外の建物については建築基準法ができて以降

の建物になりますので、本来であれば建築基準法を遵守した形で、増築をしなければいけなか

ったが、できていないというのが今の状況です。 
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 それで、建物本体、劇場本体の部分と住宅棟については、法ができる前の状態ですので、既

存不適格という建物という状態になります。そして、今後、そこの本体は、今の状態でいえば

違反建築ではない、既存不適格ということになりますけども、これを何かしら建物を増築する

とか、改修するということになれば、今の建築基準法を守らなければいけないというのが法の

趣旨になります。 

ただし、嘉穂劇場については、国登録有形文化財になります。細かくになりますけど、国登

録有形文化財だけでは、この建築基準法の適用除外、それでもこの建物はいいですよという取

扱いにはなりません。ただし、市が指定する歴史的な建築物という指定をすれば、先ほどあり

ましたように、県の建築審査会を通して適用除外の手続が踏めるということになります。 

○永末委員 

 私も専門じゃないので、ちょっと的外れなことを言うかもしれませんけど、建築基準法とい

うのは、結局、安全性というか、計画を見させてもらっても、私は見させてもらってすごくい

いといいますか、いろいろな意味で、いろいろな方面から考えられているというのは感じなが

ら読んでいたんですけど、建築基準法というのは、やはり安全性という部分を担保するための

規制かと思うんですけど、そこに適用されていない状態でも、要は建築審査会の同意を得れば

利用できるというふうなことなのかと思うんですけど、そこの安全性とかの担保はどこでクリ

アされるんですか。 

○文化課長 

 今、ちょっと私の説明が不足していたかと思います。建築審査会を通すに当たって、そうい

う文化財的な建物だからオールオーケーということではございません。当然、建築基準法は、

利用者を含めて近辺の安全確保が主といいますか、そこを確保することが必要になりますので、

その分をどういう形で、別の担保する方法の準備といいますか、例えばですけども、階段が急

になっていると、人が通るのに、これは建築基準法で満たされないんですけども、これが歴史

的な建造物で、昔からあるもの、これがなくなったら趣であったりとかそういうのが変わって

しまうという場合とかに、ほかに通路を確保できれば、ここの階段の部分については建築基準

法の適用除外として対応しますというようなことが建築審査会のほうで認められるということ

になります。 

 全てがそのままいいですよということではございません。 

○永末委員 

 何となく分かりました。 

 一点だけ、すみません。スケジュールが４４ページのほうに書いてあったんですけど、議会

とか委員会として、議決といいますか、審議に今後関わっていくタイミングというのは、基本

設計とかの予算的な部分、また条例の制定が必要だと言っていましたので、条例の審査という

ふうなことになると思うんですけど、委員会であるとか議会が関わっていく審査のタイミング

というか、ポイントというのを示していただけますか。 

○文化課長 

 答申の中で記載をいたしております事業スケジュールですけども、この事業スケジュールは

今年度からすぐ動き出して、一般的な事業スキームに乗せたときのスケジュールということで、

まず、ご理解をいただきたいと思っております。 

今後、この嘉穂劇場の再開に向けた事業を進めるに当たっては、時期も含めて今検討してい

る段階ではあるんですけども、先ほど言いました条例整理、それと予算の問題がありますので、

その分については議会のほうの同意が必要になろうかと思っております。また、それとは別に、

先ほどから申しますように、今、答申がなされました。今後、教育委員会、飯塚市のほうで、

この整備に向けた整備計画を策定いたします。その分がある程度できた段階では、また報告を

させていただきたいと思っております。 
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○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

 次に、「財政見通しについて」報告を求めます。 

○財政課長 

 ○財政課長 

それでは、令和３年度に公表いたしました飯塚市普通会計財政見通しを改正いたしましたの

で、その内容を説明させていただきます。 

１ページの表紙に記載しておりますように、一般会計と１つの特別会計を合わせた普通会計

ベースで作成をしております。 

対象年度、期間につきましては、令和６年度から８年度までの３年間としております。９年

度以降につきましては、実施する事業量や事業費を見込むことが困難であるため、参考値とい

たしております。 

今回の策定に当たり、財政見通しの目標を財政調整基金及び減債基金の年度末残高の合計額

を令和８年度時点で６０億円以上とすること。または地方債借入額を対象年度内の累計で

１７０億円以内としております。 

今回の財政見通しの基本的な推計方法は、令和５年度の決算見込額または令和６年度当初予

算額を基準値といたしまして、それに増減要素、特殊要素を加味して推計のほうをいたしてお

ります。 

２ページをお願いいたします。歳入、歳出の各項目における推計条件を記載しております。

詳細な説明は省略させていただきますが、過去の実績から増減率を算出して、基準額に乗じて

推計した項目、基準額に作成時点で判明している特殊要素などを記載しております。 

今回の作成に当たり、基本的にはこのままの状態でいけばどのような状況になるのかという

観点での財政見通しとなっております。 

３ページをお願いいたします。歳入歳出の主な項目につきまして記載をしております。歳入

の根幹となる市税につきましては、令和６年度当初予算額を基準額といたしまして、今後も同

様の水準で推移するものとしながら、人口減少率と人口に占める納税義務者数の割合を考慮し、

推計をいたしております。 

次に、実質的な普通交付税につきましては、令和６年度当初予算額を基準額として、市税、

扶助費、各特別会計の繰出金、公債費、国勢調査人口などの影響額を考慮して推計をいたして

おります。 

歳出の扶助費は、令和５年度の決算見込額を基準として、令和８年度まではその基準額に過

去の増減率を乗じて推計し、対象期間内に約１２．５億円の増加を見込んでおります。９年度

以降は現在の生活保護扶助費の減傾向、その他の扶助費の増加傾向がいつまで継続するのか想

定できませんでしたので、８年度の数値と同額で推計をしております。 

公債費は借入済の市債に対する償還額、令和５年度以降借入見込額の特別事業分と特別事業

以外に分けた償還見込額を分けて推計しております。今後の市債活用による事業実施の状況に

よって、数値は変動する見込みとなっております。 

普通建設事業は、今回の財政見通しに参入した特別事業分は、総合計画の実施３か年計画を

参考として、４ページから６ページにかけて記載をしており、その特別事業以外の分としては、

過去の実績を考慮しまして、２４億円で推計しております。 

次ページ、４ページをお願いいたします。一番上の補助費等は、令和６年度当初予算額を基

準額として推計をしております。 

一部事務組合負担金分のうち、ふくおか県央環境広域施設組合の清掃工場等の再編整備事業
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につきましては、作成時点で把握している概算額から試算したものを普通建設事業の特別事業

分に計上いたしております。 

次に、事業内容①の項目では、６ページにかけまして、今回の財政見通しに参入しました総

合計画の実施３か年計画などから抽出しました９事業を、普通建設事業の特別事業として、そ

の事業名、事業費及び財源内訳等の推計を記載しております。なお、この事業費につきまして

は、事業規模を確認するための概算数値となりますことから、実施の際には、事業費は変動す

ることが想定されます。 

次に、６ページをお願いいたします。こちら事業内容②の項目、ふるさと応援寄附事業分で

は、寄附金の額を令和６年度当初予算額と同額として令和８年度まで減少させ、９年度以降は

８年度と同額の３０億円で推移するものとして設定し、必要経費を差し引いて、ふるさと応援

基金の年度末残高を算出しております。この額が翌年度の事業に活用できるものとして推計を

いたしております。 

７ページをお願いいたします。これまでの推計から算出した結果をまとめたものが①歳入と

②歳出の見通しとなり、一番下の③収支（財源調整必要額）に表示しておりますとおり、各年

度におきまして、財源不足が発生するという推計となっております。 

８ページをお願いいたします。財源調整した結果を、④財政調整基金および減債基金の年度

末残高の合計に示しております。ここでの目標は、標準財政規模の約２０％で設定しました基

金残高を令和８年度時点で６０億円以上とするとしております。対象期間内においては、決算

ベースでは財源調整が可能であるという推計でありますが、今後の予算編成には厳しい残高の

状況が予想されております。 

その下、ストック情報といたしまして、⑤地方債（市債）残高の推移を掲載しております。

ここでの目標は、支払い以上に借入れをせず、公債費を抑制していく取組といたしまして、地

方債借入額を対象年度内の累計で１７０億円以内としております。 

ただいまご説明いたしました③収支、④基金残高から考えますと、この財政見通しは、ふる

さと応援寄附金により約２０億円を超える財源を確保した推計になっているにもかかわらず、

毎年度財源不足が発生する見込みとなっており、今後、ふるさと応援寄附金が減少することを

想定いたしますと、財源調整のための基金残高、想定される市税などの一般財源収入、今後見

込まれる事業費などを考慮いたしますと、本市の財政状況は決して余力がある状況ではござい

ません。今後も持続可能な行政運営のためには、事業の取捨選択や予算計上時期の調整を図り

ながら財政運営に取り組む必要があると考えております。 

簡単ではございますが、以上で報告のほうを終わらせていただきます。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○兼本委員 

 この中で、令和７年度から、ふくおか県央環境広域組合負担金が発生してきますが、これは

総額がお幾らで、そのうち飯塚市がどのくらい負担するような形になるんでしょうか。 

○財政課長 

 今回、財政見通しの中に算入している事業費ですけども、まず、こちらの総事業費といたし

ましては、作成時点でこちらのほうが把握しております造成事業費、あと建物に関する建設費

用、その２つを合わせまして約５００億円程度と想定をしております。その中から国庫支出金

などを除きました市町の負担が算出されます。そして、各市町の負担のほうが人口割合で定め

られますので、飯塚市のほうは約７２．３％で試算をしまして、飯塚市の負担としましては約

２９１億２千万円程度で試算をしております。 

○兼本委員 

 一般財源と地方債と令和７年度から１１年度までで分けているという形ですよね。それで、
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前のページの公債費がございますでしょう、公債費にはこの令和５年以降の借入れ見込み分の

返済分というのは入らないんですか。入っているんですか。 

○財政課長 

 今回、県央の負担金に対しましては、市債のほうを借りるようにしております。市債の借入

れのほうが、借入れ年数が３０年、あと、据置き期間を３年間で試算をしておりますので、借

入れをして３年間は元金が据置きで、４年目以降から返済が発生しますので、公債費の支払い

は、先ほどの３ページの公債費の中に含んだ形になっております。 

○兼本委員 

 ということは、令和７年の２３億５千万円の分は令和１０年からという形になるんですか。 

○財政課長 

 地方債の借入れは各年度で行っていきまして、利子の支払いが８年度から始まっていくよう

な形の計画になっております。 

○兼本委員 

 ということは、今この計画は令和１１年度までしかないので、令和１１年ということは、

９年以降の借入れ分の返済というのは、ここには表示されていないということですよね。 

○財政課長 

 先ほどの説明を訂正させていただきます。こちらの市債を借入れしました公債費の支払いの

開始時期になりますが、利子の支払いは令和８年度から始まってまいります。そして、元金の

支払いは令和１１年度から始まるような形になっております。 

○兼本委員 

 ということは、令和１１年の元金３億６千万円の支払いとなっているのは、２３億５千万円

の分だけということでしょう。そうすると、その後、１２年、１３年、１４年、１５年、

１６年となると、大体幾らになるんですか、この返済が。 

○財政課長 

 今回の市債の借入れに伴う公債費の支払いになりますが、公債費の最終年度は令和４１年度

となっておりまして、トータルとしましては約３１３億６千万円程度となります。 

○兼本委員 

 年別に行くと、どのくらいになっていくんですか。ある程度のところから一定になるでしょ

う。 

○財政課長 

 支払いのほうが元利を合わせまして、令和１５年度から１１億２千万円を払っていくような

形になります。 

○兼本委員 

 令和１５年度からは、３０数年間は１１億円ずつ払っていくという形になるということです

ね。そうすると、金額が大きいので、僕は家の収入、支出、預貯金で考えさせていただいて、

結局、赤字の部分を財政調整基金で補填しますというお話でしたよね、７ページの１番下かな。

そうすると、令和６年、令和７年、ずっと１１年まで載っておりますが、それ以降というと、

赤字になる部分というのはもっと増えるということになるんでしょうか、令和４１年まで。 

○財政課長 

 今、この財政見通しの中では７ページの１番下の③の収支のところで、歳入歳出の単純差引

きのほうを記載といたしております。そちらで、令和１１年度が３０億２千万円のマイナスに

なるという形になっておりまして、こちらの分も現状で、作成時点でいけば、マイナスの計算

がずっと、最後の年といいますか、もうちょっと私どもは計画期間を持っておりますので、例

えば、これが令和１２年度であれば、マイナス２２億９千万円程度になるという形になります。

マイナス３０億２千万円のところが、令和１２年度でいけばマイナス２２億９千万円というよ
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うな数字になってくるような、現状で作成した分の見通し等はずっと将来的には持っておりま

す。 

○兼本委員 

 ということは、大体このくらいは毎年赤字になるんだという、最低でもこれはなるんだよと

いうことですか。毎年、今後、飯塚市の今のこういう事業をやっていくとしたときに、これだ

けの赤字が毎年発生してくるんですよということで理解していいんでしょうか。 

○財政課長 

 作成時点の内容でいけば、このままの状態でいけば、令和１２年度以降も約２３億円から、

令和１５年度ぐらいでは２５億円程度までのマイナスの収支となっている状況になります。 

○兼本委員 

 そうすると、財政調整基金と減債基金の目標を６０億円以上と言われていましたよね。

８ページの年度末残高をずっとこう計算して、その赤字分を調整していきますとなると、令和

１２年も赤字じゃないですか。というふうになっているように感じるんですが、違うんですか。

何か方法があるんですか。 

○財政課長 

 今回の作成に当たり、現状のままで今後の推計をいたしますと、このような数字になってお

ります。今、委員が言われますように、令和１１年度の残高のほうは１８億１千万円というよ

うな数字になっております。そうしますと、こちらの令和１２年度にはどうなるかといいます

と、この基金は枯渇するというような数字のシミュレーションになっております。 

○兼本委員 

 となると、令和８年度時点で６０億円ですね。だから、その後はということですよね。この

財政見通しを考えると、歳入の部分で、先ほど課長が言われたように、市税の税収というのも、

人口減であったり、経済の問題とかであったり、減ってくるではないのかと、地方債にしても

ですね、人口が減れば減ってくるわけでしょう。そして、なおかつ、最近、好調であったふる

さと納税が自主財源の１０％ぐらいありましたでしょう、いいときで。それがもう半分以下と

いう形になってくるわけでしょう。そうすると、それも５％ぐらいになってくるということで

しょう。今、飯塚市の市税関係でいけば、どのくらいですか、全体の予算の十四、五％ぐらい

ですか。そうすると、寄附金と市税等を入れても２０％ぐらいでしょう。それしかなくなるわ

けですよね。今は４０％近くあるわけでしょう、自主財源というのが。それが、当然、それだ

け減ってしまうということが、考えられるわけですよね。なおかつ、依存財源という部分に関

しては、義務的経費というのは減っていかないというのが現在の考え方ですよね。そうすると、

毎年十何億、二十何億円となると、今までできていた市民サービス、事業ができなくなるんじ

ゃないかと危惧するんですが、大丈夫なんですか。 

○財政課長 

 今回の財政見通しのほうは、現状で今後どうなるかを試算いたしております。それで、今後

は予算の計上時期や歳出改革などを行いながら、事業の実施をしていきたいというふうに考え

ております。また、事業の必要性や費用対効果などを慎重に検討し、事業の財源など多角的に

分析を行い、住民福祉や行政サービスを低下させないように、今後の財政運営を図ってまいり

たいというふうに考えております。 

○兼本委員 

 せっかく、さきの嘉穂劇場の話じゃないですよ、入っていないわけでしょう、そういうのも。

入っていないということですよね。もうこれからどんどん増えるわけですよ。先ほど言われた

ように事業ができるもの、できないものを選別していかなくてはいけないということですよね。

ですので、これは、一旦、ここまでして、なくてはいけないのかもしれませんけども、これで

いったら、それこそ財政再建団体でしたか、そういうのに入ってしまうんじゃないですか、飯
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塚市。そうなったらどうなるんですか、職員の皆さんも。国の管轄になるんですか。お給料は

どうなるんですか。というところがあるんですが、この状態のままで清掃工場の事業を、これ

だけの金額でやっていくということを、この間も公募されていましたよね、組合長である市長

のほうが。これは実際に大丈夫なんですか。これで飯塚市は今後やっていけるんですか。でき

れば、市長のほうから大丈夫ですと強いお言葉をいただければと思うんですが、どうなんです

か。私は多分、無理じゃないかと思うんですけども。 

○行政経営部長 

 委員のるるご指摘、ご意見等をいただきました。財政課長のほうも申し上げましたとおり、

現状のまま、今回のシミュレーションを行っております。何がどうなのかということに特化し

て申し上げれば、非常に財政状況は厳しいと。先ほど、委員も歳入のほうで、今から減少が見

込まれるだろうという中で、歳出が増えていくんじゃないだろうかというご心配のお言葉があ

りました。確かに私どももそれはございますが、現状、こういう問題があるということを、ま

ず、議会の議員の皆さんと職員が把握をしていただく、分かっていただく、これが第一です。 

これを基に、先ほど課長が言いましたけど、行財政改革等々で事業の見直し、もしくは、細

かい点まで申し上げますと、補助金とか、受益者負担とか、いろいろな面でやはり改革をやら

ないとやっていけないよというときに来ているんだよというところを分かっていただきたい。

やらなければならないというふうに思って、今回シミュレーションを出しているところでござ

いますので、今後より一層のその辺の努力といいましょうか、やっていきたいというふうに考

えております。 

○兼本委員 

 今おっしゃるように、でも、これは財源を上げるというのを、５年で財源何十％上げましょ

うとかいうような目標をつくってされますか。多分、今からやっても何十年後、もし上がった

としても、そんな急に上がるようなことはないでしょう。歳出に関してはやっぱりどんどんど

んどん出ていくんだと思うんですよね。私たちもそこは議員としてしっかりと見ていかないと

いけないところだと思っております。なので、私はこれは大丈夫なのかなと、正直言って。も

しかしたら、現状が一番いいのかもしれない。来年、再来年になったらもっと悪くなるのかも

しれない。そこをしっかりと考えていただかないと、下手したら、令和１２年に何もなくなっ

てしまうでしょう。今、せっかくしている事業もできなくなって、どんどんどんどんとなると、

市民の皆さんもこんな飯塚市は面白くないからほかの所に移っていくんじゃないかなと思うん

ですよね。そうじゃないようにもっと真剣にお互いに考えていければと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○永末委員 

 教えてほしいのが、私は会派のほうでやらさせてもらっていまして、同じ会派の同僚議員の

ほうから予算委員会で質問をしていたんですけど、今回の見通しのほうで、財政調整基金のほ

うの取崩しの見通しをつくられていますけど、予算特の際に押さえていた数字と、今回の見通

しのスタートラインの数字というのが、若干というか、かなり、令和５年度だと３４億円ぐら

い、令和６年度は、見込みと書いていますけど６３億円ぐらい、要は見通し上でのスタートの

基金残高のほうが予算特に比べて多いというふうな見通しのスタートになっているんですけど、

ここの違いについて、もし答弁いただけるんでしたら、お願いします。 

○財政課長 

 こちらの財政見通しを作成する時期にもよるのも一つの原因としてあります。実際に決算を

迎えますと、予算のときと決算の中で数値の動きが、執行段階の見直しとか、決算と財政見通

しは大きく相違する点がございますので、できる限り私たちも財政見通しを発表する、公表す
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る時期に合わせて、決算・予算と合わせていきたいと思うんですけども、どうしても実施の段

階で金額の相違が出てくるのは仕方がないというふうには考えております。 

○永末委員 

 確認ですけど、今の課長の答弁からいくと、要は今回の見通しに関しては決算上の金額が少

し捉えることができたので、そういった部分から予算の段階で示されていた数字よりも改善さ

れているということですというふうな理解でよろしいでしょうか。 

○財政課長 

 今回の公表時期がこの時期となっておりまして、今回の作成に当たり、決算の近しい数字と、

あとは令和６年度の当初予算の金額をベースに、これまでの決算の増減率などを加味しており

ますので、できるだけ財政見通しと決算の見込みが近づくような作成方法にしております。 

○永末委員 

 これを聞いているのが、数億円ぐらいの違いだったら、そういったこともあるのかなと思う

んですけど、例えば、今回の財政見通しで、令和５年度の年度末残高は１６８億８千万円、令

和６年度は推計ですけれど１５６億９千万円というふうになっていますけど、さきの予算委員

会では、この令和５年度が見込みで１３４億８千万円、大体、今回の見通しのほうが３４億円

多いです。予算特の令和６年度の見込みが９３億円で、今回と比べると、今回の見通しのほう

が６３億円多いというふうなスタートラインのまず違いがあるので、これだけ決算によって数

字が変わってくるものなのかなという単純な疑問だったんですけど、部長、答弁をいただけま

すか。先ほどの課長の答弁に補足していただけるような部分ありましたら、お願いしたいんで

すけど。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

 休憩 １６：５８ 

 再開 １６：５９ 

 委員会を再開いたします。 

○財政課長 

 失礼しました。例えば、歳入でいけば、歳入の予算額以上に決算は数字が多く入るような形

を迎えます。そして、歳出に関しては、歳出予算より、契約の執行残などで、少ない決算額を

迎える形になります。単純にそこの歳入歳出の差引きが、形式収支と言いますけども、単純に

数字を差し引いたものを形式収支と言いますけども、決算の場合は、その形式収支から翌年度

に必要な事業などの財源を持っていく処置を行いますので、そのような形で、予算を組んだと

きと決算を迎えたとき、そして、この財政見通しを作成するときの引き算といいますか、歳入

歳出の数字の持って行き方の違いがありますことから、数字のほうが乖離しているという形が

生じております。 

○永末委員 

 また別の機会に、この辺りもお話をさせていただきたいと思いますけど、福田部長にぜひお

聞きしたいんですけど、部長になられて、いろいろと私もお話を聞かせてもらって、福田部長

が行政経営部長として歳出の削減ということにしっかり取り組んでいかなくてはいけないとい

うふうなお話も聞かせていただいて、そういった部分を今後しっかりやっていかれるんだろう

なと思っているんですけど、実際に、先ほども答弁ありましたけど、現状をこのままいくとこ

うなりますというふうな見通しを、まず、認識を共有したいというふうなことだったのかなと

思うんですけど、今回、示された理由として。ただ、当然、このままではいけないので、しっ

かりとその共通認識のもと、いろいろと行財政改革を行っていくというふうなところだと思う

んですけど、以前からずっと私も財政見通しを見させてもらってきていて、ふるさと納税の関

係で、今は調子がいいんですけど、その前の段階の頃に非常に近い財政見通しかなというふう
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に見ているんですけど、そのときもかなり数十億円規模の赤字が単年度で出ていてというふう

な状況でしたけど、また何かその状況に戻ってきているなというふうに見受けられるんですけ

ど、今後、行財政改革が非常に難しい時代になってくると思うんですけど、方向性は分かるん

ですけど、具体的にどういうふうにこの行財政改革を行っていこうとされているのか、その部

分、難しい部分があるかもしれませんけど、方向性といいますか、ビジョンといいますか、そ

ういった部分を大まかでもいいので、お示しいただけますか。 

○行政経営部長 

 今、永末委員のほうからご質問いただきましたけど、どういうふうな方向性で改革をやって

いくのかということですが、まず、これからの行政経営の方向性ということで歳入の確保の点

から申し上げますと、令和４年、５年は本市は転入超過のほうにいっています。それを持続し

ていくための事業は展開しながら、継続しながら、あとは、ＤＸ化に伴ってキャッシュレス決

済等々の導入も行いまして、できるだけ、移住・定住をして、人口を限りなく増やしながら、

少しずつ増やしながらでも、市税等の歳入のほうの確保はしつつ、今度、歳出のほうですけど

も、これも、結局、合併以降、かなり事業が増えています。それが本当に市民サービスになっ

ているのかどうか、検証しながら、毎年やっていますけど、再度、角度的に違う視点で、そう

いうところを再度、事業ごとに見ていく。そういうことをしながら、スクラップして、ビルド、

新しく事業を展開するというふうなやり方を、細かい部分まで切り込んでいく必要性はあるの

かなというふうに考えています。これは方向性だけなんで、細かい点については、今後、各担

当部署と詰めてはいきますけども、今、言えるのはそういう方向でやっていきたいなというふ

うには思っております。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 

 質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

これをもちまして、福祉文教委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 


